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序
論 

例

年

、
浄

土

真
宗

本
願
寺

派
本
山

本

願
寺

（
以
下

西

本
願

寺
）
の
御
正
忌

報

恩
講

で
は
初

夜
の
座

に

お
い
て

改
悔

批
判
が
行

わ

れ

る

。
蓮
如

上

人
（

一
四
一

五

～
一

五

九
九

）
の
時

代
か
ら

始

ま
っ

た
改
悔

批

判
は
、

現
在

ま
で
連

綿

と
続

い
て
い

る
。
蓮

如
上
人

は

『
御

文
章

』

四
帖
第
五
通
に

お
い

て

、 

所

詮

今
月

報

恩
講

七
昼
夜

の

う
ち

に

お
い

て
、
各

々

に
改

悔
の
心

を
お
こ
し

て
、

わ

が
身

の
あ
や

ま
れ
る

と
こ
ろ

の
心
中

を

心

底

に
の

こ

さ
ず

し
て
当

寺

の
御

影

前
に

お
い
て

、

回
心

懺

悔
し

て
、
諸

人
の
耳
に

こ
れ
を
き
か

し

む
る

や

う
に

毎
日
毎

夜

に

か

た

る
べ

し
１

。 

と
示

さ
れ

る

よ
う

に
宗
祖
親

鸞
聖

人

（
一

一
七
三

～
一
二

六

二
）

の
御
影

前
に
お
い

て
自

身
の
言

葉

で
安

心
を
明

ら
か
に

す
る
こ

と

を
重

要
視

し

て
い

る
。 

ま

た

、
儀

礼

に
関

し
て
、
『

浄

土
真

宗
本

願

寺
派

法

式
規

範

』
に
は
、
序

文
に
「

儀
礼
は

心
の
表

徴

で
あ
り

、
法

要
儀
式

は
教
義
と

信

仰

、

更
に

は

文

化
の

具

象

で

あ

り

ま

す

。

従
っ

て

そ

の
姿

は

、

教

団

の

盛

衰

を

測

る
指

標
と

も

言
え

る
で

し

ょ

う
２

。
」

と

し

て

、

教

義
と
切

り

離
す

こ
と
が
で

き
ず

、
信
仰

の
表
象

で

あ
る
と

示
さ
れ
る
。
ま

た

、『
真

宗
儀

礼
の
今

昔

』
に
お

い
て

は

、
他

宗
の
寺

院

の
構

造
と

浄

土
真

宗
の
寺

院
の
構

造

を
比

較
し
た

う

え
で

、 

な

ぜ

浄
土

真

宗
の
寺
院
に

は

内
陣
や

余
間

が
あ
っ

て

、
僧
侶

は

そ
の

中
で

勤
行
す

る
の
で
あ
ろ
う
か

。
そ
れ

は

、「
儀

礼
」
執

行

の

た
め

と

考
え

ざ
る
を

得

な
い

。
僧
侶

は
そ
の
存

在
自
体

が
儀

礼
的
な

も
の
で
あ

る
と
い
わ
れ

る

が
、

ま

さ
に

そ
の
通

り

で

あ

ろ

う
。
す
な
わ

ち
、
浄

土

真
宗

の

寺
は
「
聞
法

の

道
場

」
で
あ

る
と
同

時
に
、
「

儀
礼
に

出
会

う

空
間

」
で
あ
る
こ
と
を

認
識
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す

べ

き
で

あ

ろ
う
３

。 
と
し

て
、

寺

院
に

お
け
る
儀

礼
・

儀

式
の
必
要
性
が

明
ら

か

に
さ

れ
る
。 

こ

の

よ
う

な
儀
礼

の
重
要

性
を
踏

ま

え
た

う
え
で

、

報
恩

講
と
改

悔
批
判

の

あ
ら

ま
し
を

示
し
、

改

悔
批
判

の
変

遷
、
特
殊

性
と

重

要

性
を

明

ら
か

に
し
、
浄

土
真

宗

本
願

寺
派
（
以

下
本

願

寺
派
）
・
真
宗

大

谷
派
（
以
下

大

谷
派
）
に
お

け
る
現

在
の
受

容

を
示
し

た
上

で
こ

れ

ら
を

元
に
西

本

願
寺

で

行
わ
れ
る
改

悔

批
判
の

重
要

性
を
再

認

識
す
る

。 

な

お

、
本

稿
で
は

、
西
本

願
寺
の

御

正
忌

報
恩
講
に

お
け

る
改
悔

批
判
に
関

し
て

論
を
展

開
す
る

。 

   

本
論 

第
一
章 

報
恩
講
と
改
悔
批
判 

第

一

節 

報

恩
講

に
つ
い

て 

 

報

恩
講

は

、
覚

如
上
人
（

一
二

七

〇
～

一
三
五

一

）
が

宗

祖
の

三
十
三

回

忌
に

あ

た
っ

て
『
報

恩

講
私

記
』
を

著
し
た

こ
と
に

始

ま
る

。
『
浄

土
真

宗
用
語

辞

典
』
に

よ
る

と
、 

報

恩

講
と

い

う
名

称
は
、

真

言
宗
の

新
義

真
言
の

派

祖
、

覚
鑁
上

人―

興
教

大
師―

一
一

四
三
年

入
滅
の

後

、
そ

の
正
忌

命

日

に

法
義
を

論
じ

、
師
の

遺

徳
を

偲

ん
だ
行
事
を
報

恩
講

と

い
わ

れ

、
こ
の

名
称

を

覚
如

上
人
は

用
い
ら

れ

た
よ

う
で
あ

る
４

。 
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と
浄

土
真

宗

に
お
け
る
報
恩

講
の

語

源
が
示
さ
れ
る

。『

報
恩

講

私
記
』
の

成

立
に
関

し
て

は

、『
浄

土
真
宗

聖
典
全

書
』
に

お
い
て

、 

「

講

式

」
と
は

、
『

太
子
講

式

』
や
『
往
生

講
式

』
な

ど
で

知
ら

れ
る
よ

う
に

、
仏
・
菩
薩
や
祖

師

の
徳
を

讃
嘆
す
る
儀
式

の
次

第

や

表
白
を

定
め

た
も
の

で

あ
る

。
構
成

上
の
類

似
点
な

ど
か
ら

、
源
空
（

法
然

）
聖
人

の

遺
徳

を
讃
嘆

し

た
『

知

恩
講

私

記
』

に

な

ら
っ

て

制
作

さ
れ
た

も

の
と

も
い
わ

れ
て
い

る
５

。 

と
示

さ
れ

、
覚

如
上

人
は

真

言
宗

の

正
忌
命
日
を
偲

ん
だ

行

事
か

ら
報
恩

講

の
語

を
用
い

、『
知

恩

講
私

記

』
の
構
成
を

元

に
『
報
恩

講
私

記
』
を
著
述

し
た
と

考

え
ら

れ

る
。
『

口
伝

鈔
』
奥

書

に
は

、
「
元

弘

第
一

之
暦
辛

未

仲
冬

下

旬
之

候

、
相

当 

祖

師

聖
人
本

願

寺

親

鸞

報

恩

謝
徳

之

七

日

七

夜

勤

行

中
６

」

と

あ

り

、
元

弘

元

年
に

は
七

昼

夜
に

わ

た
っ

て

報

恩

講
が

勤

め

ら

れ
て

い

る
。

次

に

、
『

浄

土
真

宗
本

願

寺
派

法
式
規

範
』
に

は

、 

蓮

如

上
人
の

明
応

五
（
一

四

九
六

）
年
の

御
正
忌

報

恩
講

か

ら
、

御
絵
伝

を
奉
懸
し

御
伝
記
（
一

般

に
は

御

伝
鈔

と
呼
ぶ

）

を

拝

読

し
て

聖

人
を

追
慕
し

恩

徳
を

報

謝
す

る
な
ら
い

と
な
っ

た
７

。 

と
し

て
、

蓮

如
上

人
の
頃
か

ら
御

正

忌
報

恩
講
に
お

い
て

御

伝
記

が
拝
読

さ
れ
る
よ

う
に

な
っ
た

こ

と
が

示
さ
れ

る
。
御

正
忌
報

恩

講
と

い
う

呼

称
は

、
御
正

当
の
忌

日

で
あ
る
こ
と
か

ら
こ

の

よ
う

に
呼
ば

れ

て
い

る
。
青
木

忠
夫

氏

は

、「
ま

た
、
十
一
年

続
く
石

山

戦

争

中
に

お

い
て

本
願
寺
が

存
亡

の

危
機
に
直
面

し

た
年

で

も
、
報

恩
講

は

勤
修
さ

れ
た
８

。
」
と

述
べ
て

お
り
、
過

酷
な

状
況
下
で

も
勤

め
ら

れ

る
点

に
は
、
教

団
が

祖

徳
を
報
謝
す
る

法
要

と

し
て

重
要
視

し
て
い
る

こ
と

が
伺
え

る

。 

 

明

治
六

（

一
八

七
三
）
年

に
は

、

政
府
が
施
行

し

た
改

暦

の
令

に
応
じ

て
、
明

如

上
人

（
一
八

五

〇
～

一
九
〇

三
）
が

御
正
忌

報

恩

講
の
勤

修

日
を

変
更
さ
れ

た
９

。

旧

暦
の

こ
ろ
に

は
十
一

月

二
十

一
日
か

ら

二
十

八

日
に
勤
め
ら
れ

て
い

た

と
こ
ろ
を
、 
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然

る

に
今

度

の
新

暦
に
て

推

窮
め

た
る
一

月
十
六

日

は
、
即

昔
の

真
の
霜

月
二
十

八

日
に
し
て
、

毎

年
其

時

候
、

日
数
も

替

ら

ざ

れ

ば
、

其

月
日

の
名
こ

そ

替
れ

、
却
て

真
の
正

忌
日
に
当

る
事

に
て
、

今
の
一
月

十
六
日
と
昔

の

霜
月

二

十
八

日
と
少

し

も

替

ら

ぬ
寒

風

氷
雪

の
季
候

に

て
、

六

百
余

歳
の
古
の

日
と

、
来
年

一
月
十

六

日
と
全

く
同
じ
き
の

み

な
ら

ず

、
此

後
幾
百

年

を

経

る

も
差

ひ

な
け

れ
ば
、
（

後

略
）
１
０ 

と
し

て
、

一

月
九

日
か
ら
十

六
日

へ

と
改
め
ら
れ
、

現
在

ま

で
勤

修
さ
れ

て

い
る
。 

 

第

二

節 

改

悔
批

判
に
つ

い

て 

 

改

悔
批

判

と
は

、
『
真

宗

大
辞

典

』
に

よ
る
と 

東

西

の
両

本

願
寺

に
於
い

て

毎
年

報

恩
講

開
催
の
節

信
仰

の

正
否

を
判
断

す

る
儀
式

を
い
ふ
。
そ

の

儀
式

は

報
恩

講
七
昼

夜

の

間

、

御
伝

鈔

拝
読
の
日
を

除

い
て

、
毎
日

初
夜
の
勤

行
の
後

御
影

堂
に
於

い

て
参
集

せ
る
僧
俗
を

し

て
一

斉

に
改

悔
文
を

口

唱

せ

し

め
て
各

人
信

仰
の
告

白

に
代

え

し
め

、
然
し

て
後
批

判

者
こ

れ
に
対

し

て
教
諭

を
な
す
式
で

あ

る
。

但

し
第

一
日
の

初

夜

に

は

法
主
自

ら
批

判
教
諭
し

第
二

日
後
以

降
は
代

理

人
を

し
て
之

を
行
は

し
む
る

。

法
主
よ
り
代

理

を
命

ず

る
を

与
奪
す

る

と

称

す

る

。
（

後
略

）
１
１ 

と
記

さ
れ

る

。
ま

た

、
『
真

宗
辞

典

』
に

お

い

て

も

同

様

の

説

明

が
見

ら

れ

る
１
２

。
『

浄

土

真

宗
本

願

寺
派

法

式

規

範
』

に

よ

る

と

、 

門

主

が
宗

意

安
心

の
正
否

を

批
判

（

判
断

）
す
る

儀

式
。

本

山
の

御
正
忌

報

恩
講
法

要
ま
た
は
親

鸞

聖
人

の

大
遠

忌
法
要

な

ど

に

際

し
、
御
影

堂
で

門
主

自
ら
、
ま
た

は
勧

学
の

な

か
か

ら
門
主
に
よ
っ

て

与
奪
（
代

理
を
命
ぜ
ら

れ
る
こ

と
）
さ

れ
た
者

が
、
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参

集

の
僧

俗

の
「

領
解
出

言

」
（
領

解
文

を

口
唱

す

る
こ

と

）
に
対
し
て

勧

信
誡

疑
を
行
う
１
３

。 
と
さ

れ
て

い

る
。 

現

在

の
西

本

願
寺
で
は
改

悔

批
判

は

、
御

正
忌
報

恩

講
期

間

中
の
初
夜
の
座

に
お

い
て
お

こ
な
わ

れ

る
。
な

お
、

一
月
十
三

日
は

御

伝

記
の

拝

読
が

あ
る
た

め

、
お

こ

な
わ

れ
な
い

。 

改

悔

批
判

の
次
第

を
述
べ

る

と

、
前

半
部

分
で
は

経

典
や

聖

教
の

意
を
述

べ

ら
れ

る
。
中

間

部
分

で

は
改

悔
出
言

が
す
す

め
ら
れ

、

讃

嘆
衆
や

参

拝
者
は
低
頭
し

て
領

解

文
を
口
唱
す

る

。
そ
の

後
、
心

口
各

異
１
４

で

は
な

い
こ

と
を
確
認

さ
れ

、
後
半

部

分
は
領

解
文

の
安

心
・

報

謝
・
師
徳
・

法
度
の

四

段
に
関
し
て

説

明
さ

れ

る
。

領
解
文

は
蓮
如
上

人
が

定
め
た

も

の
で

あ
る
と

さ
れ
、

浄
土
真

宗

の
正

し
い

領

解
を

示
す
た
め

に
著

さ

れ
た
。
本
文

は

安
心
・
報

謝
・
師
徳
・
法

度
の
四
段

に
別
れ
る

。
『
浄
土
真

宗

聖
典

全
書
』
に
よ

る
と

、 

す

な

わ
ち

、「
も

ろ
も

ろ
の

雑

行…

う

し
て

さ
ふ
ら

ふ

」
と

い
う

安

心
段
で
は

、
自

力
を
捨

て
て
他

力
に
帰

す
る
と

い
う
浄

土

真

宗

の
安

心

に
つ

い
て
示

さ

れ
、

次
に
「

た
の
む
一

念…

ま

う
し

候
ふ
」

と

い
う
報

謝
段
で
は
、

信

の
一

念

に
往

生
が
決

定

す

る

の

で
あ
る

か
ら

、
そ
の

後

の
称

名
は
報

恩
に
ほ
か

な
ら
な

い
と

い
う
領

解
が
示
さ

れ
て
い
る
。

つ

ま
り

、

こ
れ

ら
安
心

段

と

報

謝

段
に

お

い
て

は
、
宗

義

の
肝

要
で
あ

る
「
信

心
正
因
・

称
名

報
恩
」

の
領
解

が

述
べ
ら
れ
て

い

る
。

次

に
「

こ
の
御

こ

と

…

く

ぞ
ん

じ
候
ふ

」
と
い

う

師
徳

段
で
は

、
今
、

自

ら
が
念

仏
の

教
え
を

聴

聞
し
、

そ
の
法
義
に

つ

い
て

述

べ
る

こ
と
が

で

き

る

の

は
、

親

鸞
聖

人
や
、

こ

の
教

法
を
伝

え
ら
れ
た

善
知
識

の
方

々
の
お

か
げ
に
よ

る
も
の
で
あ

り

、
そ

の

御
恩

に
謝
す

べ

き

こ

と

が
述

べ

ら
れ

て
い
る

。
最
後

の
「
こ

の

う
へ
は…

す

べ
く
候

」
と
い

う
法
度

段
で
は

、「
御

文

章
」
な

ど
に
定

め
ら

れ
た
三
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箇

条

や
六

箇

条
、

八
箇
条
等

の
掟

に
従
い

、
念
仏

者

と
し
て

の
た

し
な
み

を
生
涯

忘

れ
る
こ
と
な

く

保
ち

続

け
る

べ
き
で

あ

る

こ

と

が
述

べ

ら
れ

て
い
る
１
５

。 
と

解

説
さ

れ
る
。 

  

第
二
章 

本
願
寺
の
改
悔
批
判
の
歴
史 

第

一

節 

蓮

如
期 

報

恩

講
に

お

け
る
改
悔
批

判
の
嚆

矢

は
、

蓮
如
上

人

の
こ

ろ
で
あ
る
。
蓮

如
上
人

は
報
恩

講
中
の

心

構
え
の

一
つ

と
し
て
、

自

身

の
安

心
に

誤

り
が
な
い
か
確

か
め

る

こ
と

が
重
要

で

あ
る

と

し
て

、
『
御

文

章
』

三

帖
第
十
一
通

に

は
、 

今

月

二
十

八

日
の

御
正
忌

七

日
の

報

恩
講

中
に
お

い

て
、

わ

ろ
き

心
中
の

と

ほ
り
を

改
悔
懺
悔
し

て

、
お

の

お
の

正
義
に

お

も

む

か

ず
は

、
た

と
ひ

こ
の
七

日
の

報

恩
講

中
に
お

い

て

、
足
手

を
は

こ
び

、
人
ま

ね
ば

か
り
に
報

恩

謝
徳
の

た
め
に
号
す
と

も
、

さ

ら

に
も

つ

て
な

に
の
所

詮

も
あ

る

べ
か

ら
ざ
る

も

の
な

り
１
６

。 

と
示

さ
れ

る

。
こ

の
章
は
文

明
七

（

一
四
七
五
）
年

十
一

月

二
十

一
日
の

日

付
が
あ

り
、

吉
崎
御

坊

を
退

去
し
た

の
ち
、

河
内
・

出

口
御

坊
に

お

い
て
初
め
て
報

恩
講

が

つ
と

め
ら
れ

た

際
に

記

さ
れ

た
も
の

で

あ
る
。

ま
た

、
『
御

文

章
』

四

帖
第

五
通
に

は

、 

所

詮

今
月

報

恩
講

七
昼
夜
の

う
ち

に

お
い

て
、
各

々
に
改

悔
の
心

を
お
こ

し

て
、
わ

が
身
の
あ
や

ま

れ
る

と

こ
ろ

の
心
中

を

心

底

に

の
こ

さ

ず
し

て
当
寺

の

御
影

前
に
お

い
て
、

回

心
懺

悔

し
て

、
諸
人

の
耳
に
こ

れ
を

き
か
し

む

る
や

う
に
毎

日
毎
夜

に

か
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た

る

べ
し
１
７

。 
と
示

さ
れ

る

。
文

明
十
四
（

一
四

八

二
）

年
十
一

月

二
十

一

日
に

記
さ
れ

た

こ
の

章

は
、

山
科
本

願

寺
が

落
成
し

た
際
に

記
さ
れ

て

い

る
。
こ

の

記
述
か
ら
も
遅

く
と

も

山
科

本
願
寺
の

頃
に

は

、
現

在
の
改

悔

批
判
の

形
の

元
と
な

る

行
事

が
行
わ

れ
て
い

た
こ
と

が

明
ら

か
で

あ

る
。 

 

第

二

節 

証

如
期 

実

悟

（
一

四
九
二

～
一
五

八
四
）

の

『
本

願
寺
作

法

之
次

第
』
に

は
、 

第

一

坊
主

衆

改
悔

候
て
、

次

に
其

外
の
人

一
人
づ

つ
前
へ
出

ら
れ

、
坊
主

衆
の
中
を

わ
け
ら
れ
を

か

れ
て

前

に
す

す
み
、

諸

人

改

悔

候
間

、

一
人
づ
つ
の
覚

悟
申

さ

れ
、
聴
聞
申
候

に
殊

勝
に
候

し
。
縁

な

ど
よ
り

申
候
は
不
可

然

候
。

一

大
事

之
後
生

の

一

儀

を

縁
の

端

な
ど

よ
り
被

申

候
は

不

可
然

と
て
、

一

人
宛

前

へ
出

て
改
悔

名
を
な

の

り
高
ら
か
に

被

申
候

て

、
一

人
一
人

の

覚

悟

も

聞
え

殊

勝
に

候
き
。

当

時
の

様
に
、

五
十
人

百

人
一

度

安
心

と
て
被

申

候
へ
ど

も
、
わ
け
も

き

こ
え

ず

、
思

々
し
き

ば

か

り

に

て
、
何

た
る

事
の
た

う

と
き

も

義
理

の
相
違

も

何
も

き
こ
え

ず
候
事

は

、
前
代

な
き
事
に
て

候
１
８

。 

と
示

さ
れ

て

い
る

。
山
科

本

願
寺

の

時
代
に
は
、
各

々
が

自

身
の

安
心
を

述
べ
、
そ

れ
に

対
し
て

蓮

如
上

人
が
正

否
を
判

断
す
る

形

式
で

あ
っ

た

こ
と
が
わ
か

る

。
そ

の

後
、
『

山
科

御

坊
事

幷

其
時

代
事
』

に

は
、 

此

近

年
天

文

以
来
ま
い
り
候

て
報

恩

講
に

あ
ひ
た

て

ま
つ

り

、
難

有
候
。

聴

聞
申
候

に
、
讃
嘆
は

じ

ま
り

、

改
悔

五
人
三

人

被

申

か

と
お

も
へ
ば

、
兎
角

し

て
一

度
に
五

十
人
百

人

大
声

を

あ
げ

て
よ
ば

は

り
あ
げ

て
被
申
候
時

は

、
興

さ

め
て

き
も
も

つ

ぶ
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れ

、

た
ふ

と

げ
も

な
く
候

。

喧
嘩

な

ど
も
出
来
候

か

と
き

き

な
し

候
事
、

こ
へ
な

き

事
に
て
候
１
９

。 
と
示

さ
れ

、

天
文

年
間
に

は

、
徐

々

に
改

悔
を
述
べ

る
人

数

が
増

え
た
た

め

、
騒
が

し
く

聴
き
取

れ

な
く

な
っ
た

こ
と
が

記
さ
れ

て

い
る

。
し

か

し
、
青
木
忠

夫
氏
は

こ

の
説
に
異
議

を

示
す

。

天
文

年
間
（

一
五
三
二

～
一

五
五
五

）

は
証

如
上
人

（
一
五

一
六
～

一

五
五

四
）

と

顕
如
上
人
（
一

五
四

三

～
一

五
九
二
）

の
時

代

で
あ

り
、
証

如

上
人
の

時
代

に
は
こ

の

よ
う

な
喧
噪

感
は
な

か
っ
た

と

指

摘
し
て

い

る
。
ま
た
氏

は

、
『

天

文
日

記
』
、
『

私
心
記

』
、
天

文
十
二

年

報
恩

講

関
係

文
書
、
天

文
十

七
年

報

恩
講
関

係

文
書
２
０

を

史
料

と
し

て

挙
げ

た
う
え
で

、
証

如

上
人
の
時
代

に

は
改

悔

者
の

名
前
、

身

分
、
改

悔
者

の
延
べ

人

数
や

回
数
が

記
録
と

し
て
残

さ

れ
て

い
る

こ

と
か

ら
喧
噪
感

に
満

ち

た
改

悔
出
言
は

行
な

っ

て
い

な
い
と

考

察
さ
れ

て
い

る
。
氏

は

、
『
山

科
御

坊

事
幷

其

時
代

事
』

前

掲
箇
所

を

『
私

心
記
』
、
『

山
科

御

坊
事

幷
其
時

代

事
』

を

史
料

と
し
て

こ
の
改

悔

は
永

禄
二
（

一

五
五

九
）
年

以
降
の

報
恩
講

に

お
け

る
記

述

で
あ
る
と
判

断
し
て

い

る
２
１

。
ま

た
、
氏
は
「
当
時

の

暗
い
照

明
下
に

お
い
て

、
忠
実

に

記
録

し
よ
う

と
す
る

態
度
と
、

そ

の
難

し

さ

を

示
し

て

い

る

。

そ

れ

が

か

え

っ

て

「
改

悔

」
の

臨

場

感

を

伝

え
て

い

る
２
２

。
」

と

し

て
証

如

上

人

の

改

悔

批

判
に
対

す
る

姿
勢

を

示
す

。 

一

般

に
は

改

悔
出

言
が
騒

が

し
く

な

っ
た
影
響
を

受

け
、

蓮

如
上

人
が
領

解

文
を

制
定
し

た
と
さ

れ

て
い
る

が
、

一
説
に
は

領

解

文
の

執
筆

者

は
他

者
で
あ

る

と
さ

れ

て
い

る
。
な
お

、
そ

の

説
に

関
す
る

議

論
は
、

今
後

の
研
究

課

題
と

し
た
い

。 

 

第

三

節 

法

如
期 

 

現

在
、
本

願
寺

派
で
は
「
領
解

文

」
と

し

て
通

称
さ
れ
て

い
る

が

、「
領

解
文

」
と
い
う

表
記
が

初
め

て

認
め

ら
れ
る

の

は
天
明
四
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（

一

七
八

四

）
年

の
玄
智
（

一
七

三

四
～

一
七
九

四

）
著

『

大
谷

本
願
寺

通

紀
』

で

あ
る

。 

ま

た

、
天

明

七
（

一
七
八

七

）
年

に

は
、
法
如
上

人

（
一

七

〇
七
～
一
七

八

九
）

が
改
悔

批
判
で

出

言
し
て

い
る
『
改
悔
文

』
を

『

領

解
出

言

之
文

』
と
し

て
改
名

し

て
門

末
に
授

与
し
た

。

末
尾

に
は
当

時

嗣
法

で

あ
る

文
如
上

人

（
一

七
四
四

～
一
七

九

九
）

の

跋

文
が
付

さ

れ
て

い
る
２
３

。
こ

の
『

領
解

出
言
之
文

』
刊
行

の
背

景
に
は
、
改

悔
を

出
言

す

る
こ
と

で

信
心
を

得
る

こ
と
が
で

き
往

生
が

定
ま

る

と
す

る
「
改

悔
だ
の

み

」
が
広
ま
っ

て

い
た

こ

と
に

あ
る
。

知

空
（
一

六
三

四
～
一

七

一
八

）
著
『

鷺
森
含

毫
』
に

は

「

中

古
以

来
こ
の
改
悔
だ

の

み
に

し

て
信
を
得
た

る

も
の
天

下
過

半
な
れ

ば
、
そ

の
も

の
は

あ
や
ま

り
と
は

き
は

め
が
た

し
２
４

」
と

し
て

、
世

間

的
に

「
改
悔
だ

の
み

」

の
思

想
が
強
ま

っ
て

い

た
こ

と
が
示

さ

れ
て

い

る
。 

作

法

は
、
法
如

上

人
の
頃

か

ら
現

行

の
形

式
で
行

わ

れ
て

お

り
、
『
祖
門

旧

事
紀

』
に
は

、
「
初

夜 

正

酉

刻 

法

談 

北

座 

次

第

書

云

改
悔

批

判

。

始

終
六

座

一

人

勤

之

。

多

是

一

老

役

。

若

不

堪
任

則

以

余

人

代

之
２
５

。
」

と

記

さ

れ
る

。

北

座

、

す

な

わ

ち
門

主

席
側

に
席

を

置
い

て
、
六

日

間
の

改

悔
批

判
を
一

人
で
行

っ

て
い

た
こ
と

が

分
か

る

。
管

見
の
限

り

、
改

悔
批
判

の
語
の

初
出
は

こ

の

と

き
で

あ
る
。 

 

第

四

節 

明

如
期 

改

悔

批
判

に
特
に

重
き
を
置

い
た

の

が
明

如
上
人

で

あ
る

。
明
如

上
人
は

、
宗
意

安
心
に

関
す
る

裁

断
権
を

門
主

の
権
能
で

あ

る

こ

と

を
強

調

す
る

と
と
も

に

、
三

業

惑
乱

の
よ
う

な

悲
劇

を

二
度

と
起
こ

し

て
は

な
ら
な

い
と
い

う

思
い

か
ら
殊

に
重
要

視
し
て

い

た

。
そ
の

根

拠
と

し
て
、
明

治
二

十

五
（
一
八
九

二

）
年

に

原
口

針
水
が

改

悔
批

判

を
行

っ
た
際

、

十
七

箇
条
に

わ
た
る

心
得
を

作
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成
し

て
い

る

こ
と

で
あ
る

。『
明

如
上

人
日

記
抄

』
に

よ
る

と

、
明

治
二

十

五
年

十

二
月

二
十
六

日
に
「
一 

初
夜

批
判

与

奪
之

義
針

水[
原

口]

へ
内

命

し

、
批

判
之
心

得

を
渡

す

。
同

人

之

事

故

、

呼

懸

五

柳

に

而

直

達

す
２

６

。
」
と

し
て
心
得

か
ら
内

容

、
拝
読

の
抑

揚
に

至

る

ま

で
示
し

て

い
る

。 

 

批

判
之

心

得
左

之
通 

一

報

恩
講
参

集
之

道
俗
に

自

督
安

心
を
御

影
前
に
於

て
出

言
せ
し

む
る
は

、
其
正
否

を
批
判
す
る

が

為
な

り

、
故

に
改
悔

批

判

と

称

す
、

法

主
の

特
権
な

り

。 

一

右

、
領

解

出
言

の
故
実

は

、
御

文

章
（
三
帖
の
第

十
一

通

、
四

帖
の
第

五

通
、
第

六
通
等
）
に

依

る
、

但

、
往

古
は
出

言

各

自

不

同
に

し

て
前

後
錯
雑

す

る
を

以
て
、

中
宗
大

師
領
解

文

を
製

作
し
、

之
が
模
範

と
し
た
ま
ふ

、

故
に

道

俗
み

な
之
を

唱

る

を

例

と
す

。 

一

改

悔
批

判
は
法

主
の
特

権

な
り

と
雖
も

、
代
理

を
選
任
し

て
命
ず

、
故
に

之
に

当
た
る

者
代
理

た

る
の
意

を
忘
る
べ
か
ら

ず
、

述

る

所
法

主

の
事

に
及
ば

ず

、
又

言
辞
称

呼
つ
と
め

て
典

雅
な
る

を
要
す

、
尋
常

之

説
教
に
同
じ

か

ら
ず

。 

一

教

部
省

令

に
よ

り
、
説

法

、
法

談
等
の

名
称
を
改

め
一

般
に
説

教
と
称

す
と
雖
も

従
前
は
法
談

と

称
す

る

は
初

夜
に
限

り

、

晨

朝

の
如

き

は
御

文
章
と

称

せ
り

、
是
亦

知
ら
ざ
る

べ
か
ら

ず
。 

一

法

主
第

一

座
に

臨
み
、

第

二
座

以

下
代

理
せ
し
む

る
を
例

と
す

と
雖
、

事

故
に
よ

り
法
主
中
間

に

望
む

こ

と
あ

る
べ
し

、

其

時

は

第
一

座

に
於

て
必
法

主

の
命

を
奉
じ

て
云
々

と

述
ぶ
べ

し
。 

一

改

悔
出

言

以
前

は
専
ら

式

嘆
徳

文
、
伝

記
等
の
次

第
に
よ

り
、

祖
師
御

一

代
の
事

跡
を
始
終
に

分

て
弁

ず

べ
し

、
一
座

始

終
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を

残

ら
ず

弁

じ
、

或
は
前

後

の
順

席
を
失

す
る
等
の

事
な
き

を
要

す
。 

一

十

四
日

初

夜
に

は
、
昨

夜

聴
聞

せ

ら
れ

し
御
伝

の
上
云

々
と
弁

ず
べ
し

、
但

、
御
伝
を

引
用

せ
ざ

る

と
き

は

此
限

に
あ
ら

ず

。 
一

十

五
日

初

夜
に

は
御
当

日

の
前

夜
た
る

こ
と
を
云

ふ
べ
し

。 

一

出

言
以

前

に
宗

意
を
述

ぶ

る
事

あ
る
も

、
改
悔

を

引
起
す

の
席

な
れ
ば

、
批
判

以

後
と
混
せ
ざ

る

を
要

す

。 

一

出

言
を

命

ず
る

に
は
、

上

に
挙

る
と
こ

ろ
の
御

文

章
の
意

を
含

む
べ
し

。 

一

出

言
せ

し

む
る

に
は
左

の

如
く

述
ぶ
べ

し
。 

上

座

よ
り
（

上

の
字

清
音

に

て
よ

む
）
末
座

に
至
る

ま
で

異

口
同

音
に
改
悔
を
出

言

せ
ら
れ
よ
（

又
申

上
ら

れ

よ
）
、
此
中

上
座

よ

り

改
悔
ま

で
音

を
高
く

し

て
出

言
以
下

微
音
に
す

べ
し
。 

一

改

悔
出

言

は
皆

中
宗
大

師

の
領

解

文
を

唱
ふ
、
故

に
毎

座
必
心

口
各
異

に
非
ず
ば

め
で
た
し
と

批

判
す

る

な
り

。 

一

出

言
已

後

は
必

改
悔
文
に

居
し

て
安
心

、
報
謝

、

師
徳
、

法
度

の
各
項

を
弁
別
す

べ
し
、
然
れ

ど

も
言

に

改
悔

文
、
又

は

領

解

文

と
称

せ

ず
し

て
弁
ず

べ

し
。 

一

五

帖
一

部

中
の

文
を
引

く

に
は

御

文
章
と
称
し

、
御
文

、

又
は

権
章
と

称
す
べ
か

ら
ず
。 

一

他

経
他

論

を
引

く
に
は

経

論
の

名
を
い

は
ず
、

た

だ
或
経

、
或

論
に
云

々
と
云
ふ

べ
し
。 

一

法

度
は

所

謂
掟

に
て
、

報

恩
講

の
御
文

章
に
、
三

ヶ
条
、

八
ヶ

条
等
あ

れ
ば
、
其

意
に
よ
り
、

又

三
帖

の

第
十

一
通
等

に

も

法

度

の
御

示

あ
れ

ば
、
是

等

に
よ

り
て
弁

ず
べ
し
。 

一

結

尾
は

左

の
如

く
述
ぶ

べ

し
。 
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引

続

非

時

の
勤

行

、

日

没
の

勤

行

（
第

一

座
に

は

単
に

引
続

の

勤

行

）

を
心

し

づ

か
に

聴

聞

し

、
吾

家

々

々

へ

立

か

へ

り

（
此

中

法

味
愛

楽
、
又

は
法
義
相

続
、
信
心
の

沙
汰
等
適

宜
に

加

ふ
）
、
称
名

も
ろ
と
も

に
一
夜
を
明

し

、
明
晨
朝

に
は
早
々
よ

り
参

集

せ

ら
れ

よ

、
此

中
明
晨

朝

に
は

早

々
は

一
段
高

く

、
よ

り
以
下

微
音
に

す

べ
し
２
７

。 

改

悔

批
判
が

門
主

の
特
権
で

あ
る

こ

と
を
強
調
し

、
内
容

に

至
る

ま
で
詳

細

に
記
さ

れ
て

お
り
、

明

如
上

人
の
改

悔
批
判

へ
の
熱

量

が
伺

え
る

。 

 

ま

た
、

明

如
上

人
は
与

奪

者
２
８

の

席

次
に

も
配
慮
を

さ
れ

て

い
る

こ
と
が

『

明
如

上

人
日

記
抄
』

の
明
治

二

十
七

（
一
八

九
四

）

年
十

二
月

二

十
七

日
の
項
よ

り
分

か

る
。 

従

来

御
法

会

之
節

、
逮
夜

、

日
中

結

衆
参

仕
に
有

之

所
、

来

年
度

御
正
忌

に

は
、
毎

逮
夜
は
結
衆

参

仕
に

而

、
毎

晨
朝
、

日

中

は

堂

班
参

仕

云
々

。
（
中

略

）
但

、
逮
夜

斗

結
衆

を
存
在

す

る
は

批
判
与

奪

衲
衆

に

無
之

而
者
差

支
、
例

知

堂
相

勤

む
と

も
、
親

授

一

等
共

各

々
堂

班
に
復

し

候
に

付

、
批

判
与
奪

之

人
、
登

礼
盤

之
人
と
権

衡
を
失

し
、
且
、
寛

政
十
年

戌
午
信

證
院
殿[

蓮

如

宗

主]

三

百
回

忌
の

節
、
当

時

能
化

実

明
院

功
存
、
院
家

列

座
之

節
に

而
批

判

代
理

を

相
勤

め
、
終

に

三
業

一

件
之

原
素
に

相
成

る

凶

例
も

有

之
に

付
、
堂

班

席
よ

り
不
相

勤
様
致

度

（
後

略

）
２
９ 

と

あ

り

、
『
龍
谷

閑

話
』
に

よ

る
と

、
従
来

の
法
要

の

際
は

、
日
中
・
逮
夜

共

に
結

衆
参
仕

で
あ
っ

た

が
、
奉
事
局

長
よ
り

来
年
度
か

ら
の

御
正

忌

に
は

毎
逮
夜
は

結
衆

、

晨
朝

と
日
中

は

堂
班

参

仕
に

変
更
し

た

い
と
具

申
が

あ
っ
た

。

こ
れ

は
執
行

長
が
堂

班
出
仕

に

熱

心
で
あ

り

、
何

度
も
申
し

立
て

が

あ
っ

た
た
め
、

相
談

の

上
で

そ
の
よ

う

に
内

定

し
た

。
し
か

し

、
日

中
・
逮

夜
と
も

に
堂
班

出

仕
と

な
る

と

与
奪

者
は
衲

衆
３
０

で

は

な
く
、
末

席
に

着

座
す
る

こ
と

に
な
る

た
め
差
し

支
え
る
。
功

存

が
末
席

に
お

い
て
批
判

代

理
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を
勤

め
、
三
業

惑

乱
と
し

て

問
題

に

な
っ

た
こ
と

も
あ
る
た

め
結

衆
の
制

度
を
逮
夜

に
残
し
た
３
１

、
と

解
説

さ
れ

る
。
ま
た

、
鏡

如

上

人
（
一

八

七
六

～
一
九

四
八
）

以

降
は
対
配
堂

班

が
定

め

ら
れ

た
た
め

そ
の
よ
う

な
問

題
は
生

じ

な
く

な
っ
た

。
な
お

、
明
如

上

人
の

頃
に

は

期
間

中
の
み
上

席
の

扱

い
と

す
る
旨
が

申
し

渡

さ
れ

る
こ
と

も

あ
っ

た

。
対
配

堂
班

と

は
、『

真

宗
大

辞
典
』
に

よ
る
と

、

本

願

寺
派
に

お
い
て
は
蓮

如

上
人

の

時
代
に
至
っ

て
大
坊

主

と
坊

主
（
な

み
坊
主
）

の
区

別
を
行

い

、
永

正
十
六

年
（
一

五
一
九

）

法

主
の
一

族

た
る

連
枝
に
対

し
て

一

門
・
一
家
衆

の

別
を

立

て
、

連
枝
の

嫡

流
を
一

門
、

次
子
以

下

を
一

家
と
称

し
、
以

て
末
寺

に

区

別
し
た

こ

と
が

本
願
寺
の

堂
班

の

起
源
で
あ
る
。

現
在

で

は
九

等
級
に

分
け
ら
れ

、
昭

和
八
年

更

改
の

派
内
法

要
席
次

規
定
に

よ

る
に

、
連

枝

・
准

連
枝
・
執

行
長

・

執
行
・
侍
真

・
侍
真

補

等
は

別
格
寺

よ
り
上

席

に
座

す
こ
と

と

定
め

て
あ
る

。
堂
班

に
は
永

代

と
一

代
と

終

身
の

区
別
が

あ
っ
て

、

永
代
堂
班
は
本

山
よ

り

そ
の

寺
に
対

し
永
代
一

種
の

堂
班
を

許

与
し

た
る
も

の
に
し

て
、
そ

の

寺
の

住
職

は

累
代
そ
の
堂

班
に
列

す

る
こ
と
を
得
る

も
の

で

あ
り

、
一
代

堂

班
は
そ

の
寺

の
住
職

た

る
期

間
中
を

限
っ
て

一
種
の

堂

班
を

許
し

た

る
も

の
、
故
に

他
の

寺

に
転

住
す
る
と

き
は

、

許
さ

れ
た
る

堂
班
は
消

滅
す

る
と
す

る

。
終

身
堂
班

は
末
寺

僧
侶
一

般

に
対

し
て

終

身
一

種
の
堂

班
を
許

す

も
の
に
し
て

、
他

寺
に
転

ず
る

も
そ

の

資
格

は
消
え
ざ
る
も
の

と
す

る
３
２

と

し

て
、
連
枝

や
宗

務
執

行
の

中

枢
か

そ
れ
以
外

か
に

よ

っ
て
寺
院
の
区

分
を

行

い
、

そ
れ
に

基
づ
い
て

着
座

位
置
を

決

め
る

も
の
で

あ
る
。 

 

改

悔
批

判

の
執

行
に
関
し

て
は

、
『
明

如

上
人

日

記
抄

』
の
明

治

二
十

二
（
一

八

八
九
）
年
一

月
十
日

の
項
に
「

一 

本

日
初

夜
よ

り

改

悔

批

判

之

手

代

靑

地

周

鼎
に

命

ず

、
侍

僧

如

例

達

之
３
３

。
」

と

あ

り

、

初

日

で

あ

る
九

日

の

改

悔
批

判

は

明

如

上

人

自

ら

行
っ

て

い

た
こ
と

が
伺

え
る
。 
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第
三
章 

改
悔
批
判
の
特
殊
性 

第

一

節 

与

奪
に

つ
い
て 

 

本

稿
に

お

い
て

、
浄
土

真

宗
の

法

統
を
継
承
す
る

者
を

宗

主
と

し
、
本

願

寺
派

で

は
門

主
、
大

谷

派
で

は
法
主

と
呼
称

す
る
。

な

お

、
大

谷

派
に

お
い

て
昭

和

五
十
六
（
一
九

八
一

）
年

の
宗
憲

改
正

以
降

は
門
首
と

呼
称
さ
れ
、
法
主

と

は
有
す
る

権
能

が

異
な

る
。

ま
た

、
西

本

願
寺
・
真
宗

大

谷
派

本

山
真

宗
本
廟

（
以
下

東

本
願

寺
）
の

一
寺
院
と

し
て

の
寺
務

の

主
宰

者
を
住

職
、
宗

務
を
執

行

す
る

機
関

の

長
を

管
長
と
称

す
る

。 

 

改

悔
批

判

の
際

、
門
主
の

代
行

を

す
る

こ
と
を
与

奪
と

呼

称
す

る
。
一

般

に
与

奪

と
は

、 

①

与

え
る

こ

と
と
奪
う
こ

と

。
与

え

た
り
取
り
上
げ

た
り

す

る
こ

と
。
②

権

限
を
も

っ
て
そ
の
任

に

あ
た

る

こ
と

。
そ
の

こ

と

に

関

す
る
権

限
を

有
し
て

指

揮
、
指

図
す

る
こ
と

。
③
（
「

奪
」
の
字

の
意

味
が
欠

落
し
て

）
権
利

、
権
限

を

人
に

譲
り
与

え

る

こ

と

。
職

、

あ
る

い
は
家

産

な
ど

を
譲
る

こ
と
３
４

。 

の

よ

う
な

意

味
が

示
さ
れ

る

。
改

悔

批
判

に
お
け

る
与
奪

は

、
領

解
文
を

口

唱
す

る

者
の

安
心
の

正

否
を

判
断
す

る
こ
と

か
ら
、

②

の
意

味
で

用

い
ら

れ
て
い

る

と
考

え

ら
れ

る
。
ま

た

、
歴

代

宗
主

の
著
述

で

は
、
存

覚
上

人
（
一

二

九
〇

～
一
三

七
三
）

の
『
浄

土

真

要

鈔
』
に

お
い

て

、「
処

々
の
経

釈

、
そ

の
こ
こ

ろ

な
き

に

あ
ら

ず
、
与

奪

の
こ

こ

ろ
あ

る
べ
き

な

り
３
５

。
」
と
記

さ

れ
て
い
る

が

、

補

注
に
「

他

の
教

義
を
い

っ

た
ん

承

認
し

た
う
え

で

、
そ

れ

を
超

え
る
自

宗
の
教

義

を
打

ち
だ
し

、

他
の

教
義
の

本
質
的

意
義
を

奪

い
取

る
こ

と
３
６

。
」
と
示
さ

れ
、
別

の
用

法
と
し
て
用

い
ら
れ

る
。
ま

た
、
こ
の

与

奪
と

い
う
語
に
関

し
て
、
『

龍

谷
閑
話

』
に

よ
る
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と

、  

与

奪
と

い

う
言

葉
は
、

宮

中
の

用

語
を

、
明
如

様

が
用
い

ら
れ

た
の
だ

と

思
う
。

寛
政
十
六
年

三

月
一

日

に
、

後
桃
園

天

皇

の

皇

女
で

、

光
格

天
皇
の

皇

后
に

立
た
れ

た
新
清

和

院
様

の

立
后

宣
旨
の

節

会
に
、 

宮

司

除
目

執

筆 

右
大
臣 

清

書

上
郷
大

臣

与

奪 

権
中
納

言 

執

筆 

左

大

弁
宰

相 

と

あ

っ
て
与

奪
の

文
字
が

出

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

こ

れ

は

近

代
の

も

の

で

、

調

べ

れ

ば

さ

ら

に
古

い

も
の

が

あ

る

と

思

う
３
７

。 

と

し

て
、
明

如
上

人
の
頃
か

ら
使

用

さ
れ

よ
う
に

な
り
、

宮

中
の

用
語
が

元
に
な
っ

て
い

る
こ
と

が

指
摘

さ
れ
る

。 

管

見

の
限

り
、
初
め
て
門

主
の
代

わ
り
に

御
手
代
と

し
て

改

悔
批

判
が
行
わ

れ
た

の

は
証
如
上
人
の

頃
で

あ

る
。
青
木
氏

は
、『
慶

長

日
記

』

の

「

改

悔

ノ

ヒ

ハ

ン

人

光

永

寺
３
８

」

な

ど

の
記

述

は
、
「

宗

主

よ

り

裁

断

権

を
与

奪

さ

れ

て
「

改

悔

」

の

批

判

を

し

た
と

考
え

て
よ

い
３
９

。
」

と

指
摘
し

て
い

る

。 

ま

た

、
与

奪
の
ほ

か
に
、
手

代
、

導

師
代

と
い
う

代

行
を

任
ず
る

際
の
役

職
が
存

在
す
る

。
明
如

上

人
の
こ

ろ
に
は
、
明
確

な
区

別
は

定
め

ら

れ
て

い
な
か

っ

た
よ

う

で
は

あ
る
が

、 

明

如

宗
主
の

お
代

に
は
当

然

ご
門

主
が
お

つ
と
め

に

な
る

法

要
や

月
次
の

御

身
な
ど

の
代
行
を
す

る

際
に

、

一
々

代
理
を

命

ぜ

ら

れ

ず
に
自

動
的

に
代
理

を

勤
め

る
尋
常

導
師
代

な

る
職
も

お
か

れ
、
上

位
の
連
枝

の
二
・
三
が

定

め
ら

れ

て
い

た
。
し

か

し

ご

正

忌
報

恩

講
の

日
中
・
逮

夜
は

導
師
代

で
あ
っ

た

が
、
大

逮
夜

と
満
日

中
の
導
師

は
最
も
重
い

も

の
で

与

奪
を

用
い
ら

れ

、
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新

門

が
代

勤

さ
れ

る
場
合

で

も
必

ず
侍
僧

を
派
し
て

正
式

に

こ
れ

を
伝
達

さ

れ
た
。

ま
た
新
門
が

勤

め
ら

れ

る
『

ご
俗
姓

』

拝

読

の

ほ
か
太

子
講

・
讃
仏

講

式
・

無

量
寿

会
の
題

者

。
講

読

師
は

与
奪
で

あ

り
、
改

悔
批
判
も
与

奪

で
あ

っ

た
４
０

。 

と

し

て
、
比

較
的
重
い
代

行
の
際

に

用
い
ら
れ
て

い

る
こ

と

が
示

さ
れ
る

。

ま
た

、 

 

現

代
で

は

こ
の

使
用
区

分

が
限

定
さ
れ

て
お
り

、

年
中

行

事
で

は
ご
正

忌
の
改
悔

批
判
と
春
秋

彼

岸
の

讃

仏
講

式
、
降

誕

会

の

無

量
寿

会

作
法
の
講
読

師

に
は

与

奪
を

用
い
ら

れ

（
後

略

）
４
１ 

と

あ

り
、
安

心
の

正
否
を
判

断
す

る

際
に
加
え
、
重

要
な

行

事
に

お
い
て

与

奪
と
い

う
語

が
用
い

ら

れ
て

い
る
。 

与

奪

者
が

批

判
を

行
う
日

時

に
関

し

て
、
『
真
宗

事

物
の

解

説
』

に
、 

蓮

師

以
来
、

歴
代

宗
主
に

は

、
報

恩

講
初

日
の
初

夜

勤
行
に

先
立

ち
、
親

し

く
道
俗

領
解
の
批
判

を

な
し

給

い
、

懇
ろ
な

る

教

諭

を

垂
れ

給

う
例

と
な
っ

て

い
る

が

、
第

二
日
以

後

は
、

代

理
判

者
を
立

て

て
行
わ

し
む
る
の
で

あ

る
。

近

年
は

多
く
初

日

か

ら

代

理
を

命

ぜ
ら

る
る
よ

う

で
あ

る
４
２

。 

と
示

さ
れ

、

ま
た

、
『
真

宗

大
辞

典

』
に

、 

但

し

第
一

日
の
初

夜
に
は

法

主
自

ら
批
判

教
諭
し
第

二
日

後

以
降

は
代
理

人
を
し

て

之
を
行
は
し

む

る
。

法

主
よ

り
代
理

を

命

ず

る

を
与

奪

す
る

と
称
す

る

。
（
後

略
）
４
３ 

と
示

さ
れ

る

よ
う

に
、
御

正

忌
報

恩

講
初

日
は
門

主
が
改

悔
批
判

を
行
い

、
二
日

目
以

降

に
与
奪
者

が
行
う

と
さ

れ
て
い

る

。
な

お
、

『
真

宗
事

物

の
解

説
』
に

お

い
て

指

摘
さ

れ
る
通
り

、
近

年

で
は

門
主
に

よ

る
改

悔

批
判

は
、
大

遠

忌
法

要
や
法

統
継
承

な
ど
重

要

な
法

要
儀

式

が
つ

と
め
ら

れ

る
年

に

の
み
行
わ
れ

て

い
る

。 
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門

主

に
よ

る
与
奪

者
の
指

名

に
つ

い

て
は
『
浄
土

真

宗
本

願

寺
派

宗
門
法

規

集
』「

浄
土
真
宗

本
願

寺
派
宗

法
」
第
十
一
条
に

お
い

て
、 

第

十

一
条 

門
主

は
、
総

局

の
申

達
に
よ

っ
て
、

左

の
事

項
を
行

う
。 

 
 

 
 

 
 

（

中
略
） 

 
 

 

九 
改
悔

批
判
の

与

奪
４
４ 

と
定

め

ら

れ

て

い

た

。

し

か

し

、

平

成
二

十

五(

二

〇

一

二)

年

四

月
に

「

浄

土

真
宗
本

願

寺

派
」

と

「
本

山

本

願

寺

」

が

分

離
し
た

後
（

以
下

宗

本
分

離
）
は

、
改
悔

批

判
の
所
掌
部

門
が
本

願

寺
式

務
部
で

あ

る
た
め

、
改

悔
批
判

与

奪
は

門
主
の

職
務
で

は
な
く

西

本

願

寺
の

住

職
と

し
て
の
職

務
に

変

更
さ

れ
て
い

る

。
こ

れ

は
、
「

本
山

典

令
」

第

九
条
に
お
い
て

定
め

ら

れ
て

お
り
、 

第

九

条 

住

職
は

、
執
行

長

の
申

達
に
よ

り
、
得

度

式
、

帰

敬
式
そ
の
他

法

要
儀
式

の
執
行
、
教

義

の
宣

布

、
消

息
の
発

布

、

改

悔

批
判
の

与
奪

並
び
に
法

物
及

び

染
筆

の
授
与

の

ほ
か

、

次
の
各
号
に

掲

げ
る

職

務
を

行
う
４
５

。 

と
し

て
門

主

権
の

変
更
が
確

認
で

き

る
。

本
来
、
安

心
裁

断

権
は

門
主
の

一
身
専

属

権
で

あ
る
た

め

、
本

願
寺
住

職
は
そ

の
権
限

を

有
し

な
い

。

し
か

し
、
安
心

裁
断

の

表
徴
た
る
儀
式

の
改

悔

批
判

に
際
し

て

、
そ
の

職
務

の
代
行

者

た
る

与
奪
者

の
指
名

を
本
願

寺

住

職
が
行

う

点
は

甚
だ
疑

義
が
生

じ

る
。 

 

ま

た
、

与

奪
者
に
は
「
控

え
」

が

置
か

れ
る
。
与

奪
者

に

万
一

の
こ
と

が

あ
っ

た

際
に

「
控
え

」

の
人

が
改
悔

批
判
を

行
う
の

で

あ

る

。『
明
如

上
人
日
記

抄

』
の
明

治

二
十

五
年

一

月
二

日

の
項

に
「
一 
連
城

に

は
万

一
針
水

不
起
之

故
障
有

之
節
者
、
其

座
よ

り

代

判

可

致

旨
内

々

命

じ

置
４
６

。
」

と

あ

り

、

原

口
針

水

の
健

康

に

つ

い

て

不

安

な

点

が

あ
っ

た

た

め

、
赤

松

連

城

を

「

控

え

」
と

し
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て
立

て
た

こ

と
が
示
さ
れ

て

い
る

。
こ
の
「
控
え

」
を
立

て

る
こ

と
に
つ

い

て
『

龍
谷
閑

話
』
に

は
、
「
導

師
代

な

ど
に

は

こ
の

事
は

な

く
、
ひ

と

り
批

判
だ
け
は

、
い

か

な
る

事
態
が
生

じ
て

も

中
止

す
べ
き

で

な
い

と

い
う

こ
と
は

、

批
判

重
視
の

一
つ
の

現
れ
で

あ

る
４
７

。
」

と
し

て
、
改

悔
批

判
を
行

う

こ
と

へ
の
重

要

性
が
明

ら
か

に
さ
れ

る

。 

 

第

二

節 

安

心
裁

断
権 

 

本

願
寺

派

で
は

、「

浄
土

真

宗
本

願

寺
派

宗
法
」
に
お

い

て
門

主
に

は
一

身
専
属
権

の
一

つ
と
し

て

安
心

裁
断
権

が
認
め

ら
れ
て

い

る

。 

第

八

条 

門

主
は

、
宗
意

安

心
の

正

否
を

裁
断
す

る

。 

２ 

門
主

は

、
前

項
に
規

定

す
る
裁

断
を

行
う
場

合
に
は

、

勧
学

寮
に
諮

問
す
る
４
８

。 

前

章

で
示

し
た
通

り
、
明

如

上
人

は

特
に

改
悔
批

判

に
関

し
て
重
き
を
置
い

て
い

る
。
報

恩
講
中

の

一
行
事

で
あ

っ
た
改
悔

批

判

が
重

要
視

さ

れ
る

よ
う
に
な

っ
た

背

景
に
は
、
明

如
上
人

在

世
時

の
政
治

的

情
勢

と

三
業

惑
乱
が

あ

る
と

考
え
ら

れ
る
。 

ま

ず

、
政

治

的
情

勢
を
鑑

み

る
と

、

政
府
は
明
治

三

（
一

八

七
〇
）
年
に
大

教
宣

布
の
詔

勅
を
発

し

て
、
具

体
的

表
現
と
し

て
明

治

五
（
一

八

七
二
）
年
に

教
部
省

を

設
け

、
同
年
四

月
に
全

国
の

僧
侶
・
神

官
な
ど

を
教

部
省
所

属

の
教
導

職
に

任
命
し
、「

三
条
の

教
則
４
９

」
に

も
と
づ

い

て
国

家

の
要

求

す
る
国
民
教

化
に
あ

た

ら
せ

た
。
同

年
六
月

、
仏
教

各

宗
に

教

導
職
管

長
を
お
い
て
末

寺
寺

院
を

取
り

締

ま
ら

せ
た
こ
と

が
管

長

制
の
嚆
矢
で

あ
る
。

教

導
職

管
長
の

研

究
教

育

機
関

と
し
て

大

教
院

が
設
置

さ
れ
た

が
、
そ

の

内

容
は
神

道

主
義
に
よ
る
も

の
で

あ

っ
た

。
こ
れ
を

受
け

、

西
本

願
寺
・

東

本
願

寺

・
専

修
寺
・

仏

光
寺

・
錦
織

寺
が
結

束
し
て

大
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教
院

分
離

運

動
を

起
こ
し
、

明
治

八

（
一

八
七
五
）

年
一

月

に
完

全
に
大

教

院
離

脱

が
認

め
ら
れ

る

。
そ

の
後
、

明
治
九

（
一
八

七

六
）
年
に
仏

光
寺
を

除
く
５
０

四

派
に

共

通
し

て
政
府

の

指
示

の
下
で
制
定
さ
れ

た
も

の
が
宗

規
綱
領

で

あ
る
５
１

。
こ

こ

で

は
特

に
本

末
制

度
や

宗

主
権

が
確
認
で

き
る

第

三
款
を
掲
載

す

る

。（
資

料
①
）
得
度

式

の
執

行

、
本
尊

の
授
与

、
安
心
の

正
否
の
裁

断
権
な
ど

現

在
の
宗

門

法
規
に
基
づ
く

内
容

が

定
め
ら
れ
て

い
る
こ

と

が
わ

か
る
。 

次

に

、
三

業

惑
乱
の
影
響

を

述
べ

る

。
三

業
惑
乱

は

、
第

六
代
能

化
功
存

（

一
七

二
〇
～

一
七
九

六

）
が
『

願
生

帰
命
弁
』

を
出

版
し

、
「
弥

陀
を

た

の
む

」
際
の
「
た

の

む
」
は
『

仏
説

無

量
寿

経
』
の

三

心
の

う
ち
の

欲
生
で

あ

り
、
身
・
口
・
意
の

三

業
を

も

っ

て
帰

命
の

す

が
た

を
あ
ら

わ

す
必

要

が
あ

る
と
示
し

た
こ

と

に
端

を
発
す

る
。『

願

生
帰

命
弁
』
へ

の

批
判

が

噴
出

す
る
中

、
功
存
は

寛

政
八
（

一

七
九
六
）
年
に

亡
く

な

り
、
遺
命
を
受

け
て

第

七
代

能
化
に

は
智
洞
（

一
七

三
六
～

一

八
〇

五
）
が

就
任
し

た
。
智

洞

も
ま

た
三

業

帰
命
を
唱
え
、

学
林

で

三
業

帰
命
が
説

か
れ

て

い
る

こ
と
を

知
っ
た
安

芸
の

大
瀛
（

一

七
五

九
～
一

八
〇
四

）
は
批

判

書
と

し
て

『

浄
土

真
宗
金

剛
錍
』

を

著
し
た
。
そ
の

後
も

智

洞
ら

の
新
義

派

と
大

瀛

や
河

内
の
道

隠

（
一

七
四
一

～
一
八

一
三
）

ら

の
古

義
派

は

何
度
も
会
談
し

、
智

洞

が
古

義
派
の
安

心
書

に

同
意

し
た
こ

と
で
決

着

し
た

か
に
見

え

た
。

享
和
元

（
一
八

〇
一
）

年

に
は

大
瀛

が

『
横

超
直
道
金

剛
錍

』

を
出

版
し
、
学

林
側

は

翌
月

に
出
版

停

止
に
追

い
込

ん
で
い

る

。
し

か
し
、

そ
の
時

点
で
相

当

数
が

流
通

し

て
い
た
た
め
、

三
業

帰

命
へ
の
批
判

が

強
ま

っ

た
。

こ
の
頃

、

地
方
の

古
義

派
が
上

洛

し
暴

力
や
謀

略
が
激

し
く
な

っ

た
た

め
、

本

山
は

享
和
三

（
一
八

〇

三
）
年
に
安

居
の
停

講

を
求

め
た
。

事

件
の
推

移
を

見
て
い

た

幕
府

は
こ
の

頃
に
本

格
的
な

介

入
を

始
め

、

本
如
上
人
（
一

七
七

八

～
一

八
二
七
）

の
安

心

書
を

受
け
、

三

業
帰

命

を
不

正
義
と

し

て
智

洞
ら
に

回
心
状

を
提
出

さ

せ
た

。
文

化

三
（

一
八
〇

六
）
年

に

幕
府
に
よ
っ

て
三
業

惑

乱
は

裁
決
さ

れ

、
本

願

寺
の

百
日
間

の

閉
門

の
の
ち

『
御
裁

断
御
書

』
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が
発

布
さ

れ

た
。

ま
た
、
一

人
の

能

化
に
集
中
し
て

い
た

権

力
を

分
散
さ

せ
る
た
め

に
能

化
職
は

廃

止
さ

れ
、
複

数
人
で

の
勧
学

制

へ
と

変
革

し

た
。
能

化
職
は

能
化

が
次
代

能
化
を
指

名
す
る

の
に

対
し
、
勧

学

の
指
名
は

宗

主
の
権

利
へ
と

変
更
５
２

さ

れ
た

。
こ
れ

は

、
同
じ

学

派
に

よ
る
独
占

を
防

ぐ

た
め
に
定
め
ら

れ
た

法

規
で

あ
る
と

い

え
る

。 

次

に

、
大

谷

派
に

お
け
る

宗

主
権

の

比
較
を
行
う

。

現
在

大

谷
派
の
門
首
は

「
真

宗
大
谷

派
宗
憲

」

に
、 

第

１

５
条 
門
首

は
、
本

派

の
僧

侶

及
び

門
徒
を
代

表
し

て

、
真

宗
本
廟

の
宗
祖
聖

人
真
影
の
給

仕

並
び

に

佛
祖

の
崇
敬

に

任

ず

る

。 

２ 

門
首

は

、
僧

侶
及
び

門

徒
の

首

位
に

あ
っ
て

、

同
朋

と

と
も

に
真
宗

の

教
法
を

聞
信

す
る
５
３

。 

と

し

て
、
門

徒
の

首
座
と

し

て
位

置

づ
け

ら
れ
て

い
る
。

そ

の
た

め
、
門

首
と
し
て

は
安

心
裁
断

権

を
持

た
な
い

。
こ
の

よ
う
に

宗

主
の

位
置

づ

け
が

変
更
さ
れ

た
の

は

、
昭

和
五
十
六

（
一

九

八
一

）
年
に

お
東
騒
動

を
受

け
て
の

こ

と
で

あ
る
。

き
っ
か

け
は
昭

和

四
十

四
（

一

九
六

九
）
年
に

開
申

事

件
と
し
て
、

内

局
に

相

談
な

く
真
宗

大

谷
派
の

管
長

職
の
み

を

興
如

新
門
（

大
谷
光

紹
・
一

九

二

五

～
一

九

九
九
）
に
譲
っ

た
こ

と

に
始
ま
る
。
当

時
、

大

谷
派

は
法
統

継

承
者
と

し
て

の
法
主

、

宗
教

法
人
本

願
寺
と

し
て
の

本

山
東

本
願

寺

住
職

、
宗
教

法
人
真

宗

大
谷

派
と
し
て

の
管

長

を
一

人
が
担

う
三
位
一

体
制

で
あ
っ

た

。
昭

和
五
十

三
（
一

九
七
八

）

年
に

は
、
闡
如

法

主
（
大

谷
光
暢
・
一
九

〇
三
～

一

九
九

三
）
が

宗
教
法

人

本
願

寺

は
宗

教
法
人

真
宗
大

谷
派
５
４

か

ら
離
脱
す

る
と

し
て

宣
言

を

発
表
し
た
。
こ

れ
に

よ

っ
て
様
々
な
問

題
が

発

生
し

た
た
め

、

宗
憲
改

正
が

行
わ
れ

た

。
そ

の
背
景

に
は
同

朋
会
運

動

が
挙

げ
ら

れ

る
。

同
朋
会
運

動
は

、

清
沢
満
之
（
一

八
六

三

～
一

九
〇
三

）
が
雑

誌

『
教

界
時
言

』

を
発

刊
し
て

教
学
の

振
興
や

末

寺

会

議
の

設

置
を

要
求
し
て

「
白

川

党
」
と
呼
ば
れ

る
宗

門

改
革

運
動
を

繰
り
広
げ

た
こ

と
に
始

ま

る
。

そ
の
後

に
は
、

清
沢
満

之
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の
流

れ
を

受

け
る

僧
侶
ら
が

教
学

の

革
新
を
目
指

し

て
「

真

人
社

」
と
い

う

信
仰
結

社
を

創
設
し

た

。
彼

ら
は
改

革
派
と

呼
ば
れ

、

伝

統

教
学
に

批
判

的
で
あ
っ

た
た

め

教
団

内
で
は
傍

流
に

置

か
れ

て
い
た

。
一
方
で

、
法

主
中
心

の

教
団

の
伝
統

を
守
ろ

う
と
す

る

保
守

派
が

あ

り
、
宗
政
の
中

心
は

保

守
派
が
握
っ

て

い
た

。

し
か

し
、
真

人
社
系
の

訓
覇

信
雄
（

一

九
〇

六
～
一

九
九
八

）
を
教

学

局

長

、
蓑

輪

英
章
（
一
九

一

三
～

一

九
七

六
）
を
内

務
局

長

と
し

て
登
用

し
た
こ
と

を
機

に
徐
々

に

内
局

は
改
革

派
が
優

勢
に
な

っ

た

。
ま
た

、

六
条

山
浄
苑
問

題
や

句

仏
事

件
、
大

谷

家
の

巨

額
の

借
金
が

疑
わ
れ
る

な
ど

、
大
谷

宗

家
へ

の
不
信

感
が
募

っ
た
こ

と

も
重

な
り

、

管
長

制
を
廃

止
し
法

主

を
門
首
と
す
る

宗
憲

改

正
が

行
わ
れ

た
５
５

。 

な

お

、
改

正
以
前

の
「
真

宗

大
谷

派

宗
憲

」
に
よ

る

と
、 

第

十

一
条 

本
派

に
お
い

て

は
、

浄

土
真

宗
の
法

統
を
伝

承
す
る

も
の
を

師
主
と
す

る
。 

 
 

本
派

の
師
主

は
法
主

と
称
し

、

本
山

本
願
寺
の

住
職

が

こ
れ

に
当
る
。 

第

十

二
条 

法
主

は
、
広

く

人
心

を
教
化

し
、
本

派
に
お
け

る
宗

意
安
心

の
正
否

を

判
ず
る
５
６

。 

と
し

て
、

門

首
と

称
さ
れ
る

以
前

は

法
主
と
称
さ
れ

、
安

心

裁
断

権
を
有

す
る
こ
と

が
定

め
ら
れ

て

い
る

。
こ
の

よ
う
な

法
主
を

中

心
と

し
た

立

憲
君

主
制
と
も

い
え

る

よ
う
な
宗
憲
が

定
め

ら

れ
た

背
景
は

、
前
述
の

通
り

当
時
の

政

治
的

情
勢
に

よ
る
も

の
と
思

慮

す
る

。 
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第
四
章 

現
在
の
改
悔
批
判
の
受
容 

第

一

節 

西

本
願

寺
に
お

け

る
改

悔

批
判 

近

年

、
門

主
が
親

読
し
た

改

悔
批

判

の
例

と
し
て

、

即
如

前
門
（
一
九
四

五

～
）

は
、
昭

和
五
十

六

（
一
九

八
一
）
年
の
御

正

忌

報

恩

講
、

平

成
二

十
四
（

二

〇
一

二

）
年

の
親
鸞

聖

人
七

五

〇
回

大
遠
忌

法

要
御

正

当
の

際
に
行

っ

て
い

る
。
専

如
門
主

（
一
九

七

七
～

）
は

、

法
統

継
承
後
の

平
成

二

十
七

（
二
〇

一

五
）

年

の
御

正
忌
報

恩

講
に

お

い
て

行
わ
れ

た

。
な

お
、
昭

和
五
十

七
年
の

改

悔

批

判
以

降

、
即

如
門
主

（
当
時

）

の
配

慮
に
よ
り

、
暗

記

し
て

行
っ
て

い

た
も
の

を
原

稿
を
読

む

形
へ

と
変
更

さ
れ
て

い
る
。 

 

現

在
与

奪

者
は

、
御
手

代
衣
体

を

着
用
す
る
。
こ

れ
は

、
「
衣

体

条
例

」

に
よ

っ
て
定
め
ら
れ

て

お
り

、 

第

二

条 

衣

体
は

、
こ
れ

を

特
許

衣
体
、

一
般
衣
体

、
職

務
衣
体

及
び
特

別
衣
体
と

す
る
。 

５ 

特
別

衣

体
は

、

法
要

又

は
儀

式

に
列
す
る
場

合
に
特

別
の
役
配
に
就

く
者
及

び
僧
侶

と
し
て
特

別
の

必

要
が
あ
る
場

合

に

着
用
す

る
衣

体
と
し

、
別
表

第

一
号

の
（
四

）
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
５
７

。 

と
し

て
、

別

表
に

は
色
衣
・

紅
朽

葉

色
、
五
条
袈

裟
・
紅

朽

葉
色

白
下
り

藤
紋
浮
織

、
切

袴
・
紫

緯

白
八

藤
大
紋

と
定
め

ら
れ
る
。 

ま

た

、
近
年
の

与
奪

者
は

、
前

年
の

安

居
本

講
師
が
選
ば

れ
る
こ
と
が
慣

例

で
あ

り
、
控
え

は
次

年

の
本

講

師
が

選
ば
れ

る

。（
資

料
②

） 

御

正

忌
報

恩

講
の

御
満
座
の

後
、

引

き
続

い
て
内

事

（
大

谷
家
）
の
内
仏

に

お
い

て
勤
行

と
法
話

が

行
わ
れ

る
。

与
奪
者
は

そ
の

際
の

法
話

講

師
を

務
め
る
こ

と
も

慣

例
で

あ
る
。
勤

行
は

門

主
の

調
声
で

行
わ
れ

、

そ
の

後
に
記

念

品
と

し
て
前

年
に
門

主
が
依

用

し

た
中
啓

が

贈
ら

れ
る
。
こ

れ
は

、

遅
く
と
も
明

如
上
人

の

頃
に

は
行
わ

れ

て
い

た

よ
う

で
、
『

明

如
上

人

日
記

抄
』
に

は

、 
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代

判
の

人

に
は

、
慰
労

と

し
て

中
啓
を

贈
与
す

る

こ
と

は
現
在

と
同
じ

で

あ
る
が

、
知
堂
が
代

判

人
で

あ

る
と

き
は
、

中

啓

で

な

く
て
料

を
支

給
さ
れ

て

い
る

。

三
十

二
年
の
中

山
正

諦

知
堂

に
は
、

五

千
疋
の

外
に
、
十
七

日

の
精

進

解
に

列
し
な

い

か

ら

と

て
、

別

に
菓

子
料
千

疋

を
給

し

た
と

あ
る
。
勿

論
、

料

よ
り

は
、
中

啓
の
方
が

上
級
の
贈
与

で

あ
る
５
８

。 

と
記

さ
れ

て

い
る
。
ま
た

、
法
要

席

次
規

定
に
よ
っ

て
安

居

本
講

済
の
者

で

あ
り
改

悔
批

判
与
奪

者

に
は

自
身
の

僧
班
に

関
わ
ら

ず

法

要

席
次
が

顕
座
第
一
席
に

対
配

さ

れ
る

。
こ
れ

は
鏡
如

上

人
の

時
代
に

定
め
ら
れ

た
対

配
堂
班

に

源
流

を
見
る

こ
と
が

で
き
る

。

尤
も
、
衣

体
条

例
に

お
い

て
安
居

本

講
済

及
び
改

悔
批
判

与

奪
者

に
は
別

格

衣
体
５
９

の

着

用
が
特
許

さ

れ
る

た

め
、
法

要
席
次

は
顕

座
席

よ
り

上

位
の

特
許
席
と

な
る

。 

 

第

二

節 

東

本
願

寺
に
お

け

る
改

悔
批
判 

大

谷

派
の

改

悔
批

判
を
研

究

す
る

に

あ
た

り
、
真

宗

大
谷

派
本
廟

部
長
・
定

衆
近

松
誉
師

、
真
宗

大

谷
派
内

事
部
嘱
託
山

口

昭

彦

師
に

聞
き

取

り
調

査
を
行
っ

た
。

現

在
、
東
本
願

寺

の
御

正

忌
報

恩
講
に

お

い
て

、

改
悔

批
判
と

い

う
名

称
は
残

っ
て
い

な
い
。

昭

和

五

十
七
（

一
九

八
二
）

年
か
ら

平

成
二

十
七
（
二

〇
一

五

）
年

ま
で
は

門

徒
感

話

の
の

ち
に
報

恩

講
法

話
が
行

わ
れ
、

改
悔
批

判

と
総

称
さ

れ

て
い
た
。
昭

和
五
十

六

（
一

九
八
一
）

年
の

宗

憲
改

正
以
前

は
御
真
影

の
前

に
お
い

て

改
悔

批
判
を

行
い
、

改
悔
文

が

唱

和
さ
れ

て

い
た

。 

こ

の

頃
の

改

悔
批

判
の
作

法

を
『

五

帖
御

文
御
俗

姓

御
文

夏
の
御

文
読
法
所

作
法

附
御
文

法
話
・

改

悔
批
判

作
法

』
に
基
づ

い
て

み
る

と
、

改

悔
批

判
は
初

夜
勤
行

が

勤
め
ら
れ
た
の

ち
、

引

き
続

い
て
行

わ

れ
る

。

大
谷

派
に
お

い

て
は

、
改
悔

批
判
を

行
う
者

が
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改

悔

批
判
与

奪
者

と
呼
ば
れ

る
こ

と

は
な
く
、
判
師

、
判

者

と
呼

称
さ
れ

る
。
判

師

は
後

堂
か
ら

御

代
前

側
を
通

り
内
陣

下
に
着

座

し
始

め
ら

れ

る
。

序
詞
に
は

、
通

俗

の
古

語
、
ま
た

は
法

味

あ
る

和
歌
、

俳
句
な
ど

を
用

い
る
慣

例

で
あ

る
。
そ

の
和
歌

や
俳
句

の

意

味
を
説

明

し
な

が
ら
、

そ

の
年

の

報
恩

講
に
出

遇
え
た

こ

と
を

喜
ぶ
。

前
段
が
終

わ
る

と
改
悔

出

言
を

促
し
、

参
列
の

僧
俗
と

共

に
判

師
は

正

面
に

向
き
直
っ

て
座

り
、
共

に
領
解

出

言
を
行

う
。
後
段
で

は

、
安

心
、
報
謝

、
師

徳

、
法

度
の
順

に
説
明

が

な
さ

れ
、

特

に
安

心

の

説

明
に

重

点

を

置

か

れ

る

。

末

尾

に

は

、
「

改

悔

批

判
の
儀

は

ま
ず

こ

れ

ま

で

」

と

し
て

締

め
く

く

る
６
０

。

ま

た

、
廣

陵
兼

純
師

に

よ
る

Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
改
悔

批

判
』
の
解
説

に
よ
る
と

、
「

座
は
報

恩

講
に

お
け
る
『
御
伝

鈔

』
拝

読
の
か

た
ち
で

、
座
す

方

向

も
同

様
で

あ

る
。
が

、
拝

読

で
は

な

い
の

で

、
卓
は

な
く

、
普

通
は

燭
も

た

て
な

い
６
１

。
」
と

記
さ
れ

る

。
な

お

、
廣
陵
師
は

、
「
自

分
が

修
得

し

て
き

た
内
容
は

、
範
淨

先
生
６
２

か

ら
口

伝

に
よ

っ

て
受
け
つ
い

だ

も
の
６
３

」
と

し
て

原
稿

を

読
ま

な

い
形

で
行
っ

て

い

る
が

、
近

松

部
長
に
よ
る
と

東
本

願

寺
の
改
悔
批

判

に
お

い

て
原

稿
を
読

ま
な
い
形

で
行

わ
れ
る

の

は
戦

前
ま
で

で
は
な

い
か
と

話

さ
れ

た
。

ま

た
、
管
見
の
限

り
、

近

年
法

主
自
身

が

改
悔

批

判
を

行
っ
た

例
は
確

認

で
き

な
か
っ

た

。 

昭

和

五
十

七
（
一

九

八
二
）
年

以
降

に
行

わ

れ
て

い
る
報

恩

講
法

話
の
講
師

は
学

階
６
４

取

得
者
の
う
ち

擬
講

以

上
か
ら
選
ば

れ
る

。

な

お

、
令

和

三
（

二
〇
二

一
）
年

以

降
は

、
学
階
に

よ
る

制

限
は

定
め
ら

れ
て
い
な

い
。

門
徒
感

話

を
受

け
、
学

階
を
持

っ
た
者

が

判

断
す
る

と

い
う
形
式
は

、
報
恩

講

中
に
御
影
前
に

お
い

て

門
信

徒
の
信

仰

告
白

を

受
け

、
そ
の

正

否
を

判
断
す

る
と
い

う
形
式

に

倣
っ

て
い

る

も
の

と
考
え

ら

れ
る

。 

ま

た

、
大

谷

派
の

改
悔
批

判
は
、

御

真
影
の
前
に

お

い
て

改
悔
を
出
言
す
る

こ
と

に
重
点

を
置
い

て

い
る
た

め
地

方
性
が
見

ら
れ

る
。
Ｄ

Ｖ
Ｄ
『

改
悔

批
判
』
に

お
い

て
も

、
「
作

法
に
は
、
地
方

に
よ
っ

て

、
あ
る

い
は

そ

の
判

師
に
よ

っ
て
、
若

干
の

相

違
が
あ
る
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６
５

。
」
と

し

て

地

域

ご
と

、

ま

た

は

判

師

の
領

解
に

よ

っ
て

作

法
や

改

悔

批

判

の

内

容

が
異

な

っ

て

い
る

こ

と

が

わ

か

る

。

な

お

、

現

在
で
も

名

古
屋
別
院
で
は

伝
統

的

な
形

式
で
の
改

悔
批

判

が
行

わ
れ
て

い

る

。『
五

帖
御

文

御
俗

姓

御
文

夏
の
御

文
読
法

所
作
法
附

御

文
法
話

・

改
悔

批
判
作

法
』
掲

載

の
作

法
に
基
づ

く
形

で

行
わ

れ
て
お

り

、
卓
・

燭
を

用
い
ず

原

稿
は

暗
記
し

て
い
る

。
該
当

書

と
異

な
る

点

は
、
後
堂
よ
り

入
堂

せ

ず
御
代
前
側
の

余
間

の

切
戸

口
か
ら

入

堂
す
る

点
で

あ
る
。

判

師
は

教
師
の

中
か
ら

選
ば
れ

、

批

判

内
容
の

指
定

、
原
稿
の

事
前

確

認
は
行
わ
れ
な

い
。 

大

谷

派
と

本

願
寺

派
に
お

い

て
、
改
悔

批

判
で
重

点
を
置

く
箇
所
は
大
き

く
異
な

る
。
本

願
寺
派

は

、「

門
主
が

宗
意

安
心
の

正
否

を
批

判
（

判

断
）
す
る
儀

式

。
」
と

し
て

、
安

心
の
正

否
の
裁

断
を

門
主
が

行
う
こ

と

に
重
点
を
置

い

て
い

る

。
そ

の
背
景
に

は
、
教

義

解

釈
の

多

様
性
に
よ
っ
て

も
た

ら

さ
れ
た
三
業

惑

乱
が

あ

り

、
門

主
権

と

し
て

の
安
心
裁
断
権

が

重
要

視

さ
れ

る
よ
う

に

な
っ

た
。

一

方
で
、
大
谷

派

に
お
い

て

は

、「

坊
主

分
同

行
衆
の

安
心

を

取
り

調
べ
、
誤
り
あ
ら
ば

改

悔
是
正

す

る
と

い
う
重

要
な
使

命
を
も
っ

て

い

る
６
６

」
と
示

さ

れ
、
門

信

徒
の

安

心
を

確
認
す

る

こ
と

に
重
点

を
置
い

て

い
る
。
そ

の
た
め
、
大

谷
派
で
は

地

方
性
が
見

ら
れ

る
の

が
特

徴

で
あ
る
。
こ
の

背
景

に

は
、
古
来
よ
り

僧
俗

で

の
安

心
の
有

り
様
を
確

か
め

合
う
こ

と

が
重

視
さ
れ

て
い
た

と
い
う

こ

と
が

思
慮

で

き
る

。
加
え
て

、
大

谷

派
は
法
主
へ
の

中
央

集

権
制

に
よ
っ

て

問
題
が

起
こ

っ
た
こ

と

を
受

け
、
権

力
の
集

中
を
避

け

る
た

め
に

法

主
の

位
置
づ
け

を
善

知

識
た
る
君
主

と

し
て

の

立
場

か
ら
、

門

徒
の
首

座
と

し
て
の

門

首
へ

と
改
定

が
行
わ

れ
た
。

そ

の
た

め
、

現

在
で

は
報
恩

講

法
話

と

い
う
形
で
門

信

徒
の

安

心
の

正
否
を

確
か
め
合

う
行

事
が
行

わ

れ
て

い
る
。 
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改

悔
批

判

は
、
御
影
前
に

お
い

て

自
身
の
安
心

を

明
ら

か

に
す

る
こ
と

が
重
要
で

あ
る

と
し
て

蓮

如
上

人
の
頃

に
始
め

ら
れ
た

。

証

如
上
人

の

こ
ろ

に
は
、
五

十
人

か

ら
百

人
程
度

で

各
々

に

安
心

を
出
言

す
る
形

式

で
行

わ
れ
る

よ

う
に

な
り
、

初
め
て

門
主
の

代

行
（
与
奪

者

）
が
確

認
で

き
る
の

も

こ
の

頃
で
あ

る

。
法

如

上
人

の
頃
に

は

、
改

悔
文
と

呼
ば
れ

て

い
た
も

の
が
『

領
解

出
言
之
文
』

の
発

行
に

よ

り
、

領
解
文
と

し
て

広

ま
っ

た
。
ま
た

、
こ

の

頃
に

は
現
在

と
同
様
の

位
置

で
あ
る

門

主
席

側
に
着

座
し
て

改
悔
批

判

が
行

わ
れ

て

い
た

こ
と
が
確

認
で

き

る
。
特
に
、
明

如
上

人

は
改

悔
批
判

を
重
要
視

さ
れ

、
十
七

箇

条
に

わ
た
る

規
定
事

項
を
定

め

ら
れ

、
与

奪

者
の

法
要
中
の

着
座

位

置
に
も
気
を
配

ら
れ

て

い
る

。 

 

ま

た

、
改
悔

批
判
は

、
勧

学

が
門

主

に
代
わ
っ
て

改

悔
批

判

を
行

う
事
が
近

年
の

慣
例
で

あ
り
、
改

悔

批

判
与

奪
者

と
呼

ば
れ
る
。

与

奪
と
い

う

語
は

古
来
比

較

的
重

い

法
要
に
お
い

て

代
行

を

務
め

る
際
に

用
い
ら
れ

、
門

主
が
任

命

す
る

。
万
が

一
事
故

が
あ
っ

て

も
改

悔
批

判

を
行

な
え
る
よ

う
に

与

奪
者
に
は
控
え

が
立

て

ら
れ

、
そ
れ

ほ
ど
滞
り

な
く

行
う
事

の

重
要

性
が
伺

え
る
。 

 

ま

た
、

門

主
に

は
安
心
の

正
否

の

裁
断
の
権
利

が

認
め

ら

れ
て

い
る
。

こ
の
よ

う

に
門

主
が
安

心

の
正

否
を
裁

断
す
る

こ
と
に

重

き
を

置
い

た

の
は

明
如
上

人
で
あ

り

、
そ
の
背
景

に

は
当

時

の
政

治
状
況

と
三
業
惑

乱
の

影
響
が

考

え
ら

れ
る
。 

現

在

、
本

願

寺
派
で
は
、

前

年
の

安

居
本

講
師
が

与

奪
者

に
選
ば
れ
、
御

手

代
衣

体
を
身

に
つ
け

て

改
悔
批

判
を

行
う
。
記

念

品

と
し

て
門

主

が
前

年
に
依
用

し
た

中

啓
が
贈
ら
れ
、

法
要

席

次
が

顕
座
第

一

席
に
対

配
さ

れ
る
と

共

に
別

格
衣
体

の
着
用

が
許
可

さ

れ
る

。 
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こ

の

よ
う

に
改
悔

批
判
は

門

主
が

安

心
の

正
否
を

判

断
す

る
行
事

と
し
て
非

常
に

重
要
視

さ
れ
て

い

る
。
し

か
し

、
本
来
、

安

心

裁

断
権
は

門

主
が

有
す
る
も

の
で

あ

る
が

、
現
在

は

本
願

寺

住
職

に
よ
っ

て
与
奪
者

の
指

名
が
行

わ

れ
る

。
こ
の

点
に
関

し
て
は

、

今

後
も
研

究

が
進

め
ら
れ

、
宗
法

が

改
正
さ
れ
る
こ

と
を

願

い
た

い
。 

一

方

で
、

大

谷
派
で
は
、

昭

和
五

十

六
年
に
お
東

騒

動
を

受
け
、

法
主
の
安

心
裁

断
権
を

廃
止
し

た

。
そ
れ

に
伴

っ
て
、
伝

統

的

な
形

式
で

行

わ
れ

て
い
た
改

悔
批

判

か
ら
、
報
恩

講

法
話

と

い
う

形
で
行

わ
れ
る
よ

う
に

な
っ
た

。

宗
憲

改
正
の

影
響
を

受
け
、

古

来
よ

り
重

視

さ
れ

て
い
た
僧

俗
で

の

安
心
の
正
否

の

確
認

と

い
う

意
義
が

さ
ら
に
強

ま
っ

た
と
思

慮

で
き

る
。 

ま

た

、
御

真

影
の

前
に
お

い
て
自

身

の
安

心
を
確

認

す
る

こ
と
が
重
視
さ
れ

る
た

め
地
方

性
が
あ

り

、
判
師

の
領

解
に
よ
っ

て
内

容
が

異
な

る

。
尤

も
、
現

在
で
も

名

古
屋

別
院
に

お

い
て

は

伝
統

的
な
形

式

で
行
わ

れ
て

い
る
。 

最

後

に
、

快
く
聴

き
取
り

調

査
に

応

じ
て

く
だ
さ

っ

た
真

宗
大
谷

派
本
廟

部

長
・

定
衆
近

松
誉
師

、

真
宗
大

谷
派

内
事
部
嘱

託

山

口

昭
彦
師

に

は
深

く
お
礼
を

申
し

上

げ
た

い
。 
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註 １
『

註
釈

版

』
、

一

一
七

〇
、
一

一

七
一

頁
。 

２
勤

式
指

導

所
、
『

浄
土
真

宗
本

願

寺
派

法
式
規

範

』
、
本

願
寺
出

版
社

、

一
九

八

一
年
。 

３
浄

土
真

宗

教
学

研
究
所

、
『

真
宗

儀
礼

の

今
昔

』
、

永
田

文
昌

堂

、
二

〇

〇
一

年

、
七
五
、
七
六

頁
。 

４
稲

城
選

恵

、
『

浄

土
真

宗
用
語
大

辞
典

中
巻
』
、

教

育
新

潮
社

、
一
九

九

一
年

、

四
七
四
頁
。 

５
『

浄
真

全

』
第

四
巻
、
六

〇
頁

上

段
。 

６
『

浄
真

全

』
第

四
巻
、
二

八
五

頁

。 

７
浄

土
真

宗

本
願

寺
派
勤

式

指
導

所

、『
浄

土
真
宗

本

願
寺

派

法
式

規
範
』
、
本

願
寺

出

版
社
、
二
〇
一

三
年

、
二
八

六

、
二

八
七
頁
。 

８
青

木
忠

夫

、
『

本

願
寺

教

団
の
展

開―

戦
国
期

か
ら
近

世
へ―

』
、
法

蔵

館
、

二

〇
〇
三
年
、
二

八
〇

頁

。
（
「

報
恩
講

中

和
讃

天
正

六

年
」
～

「

報
恩

講
中
和

讃
天
正

十

年
」
大
澤
喜

久
氏
蔵
に

よ
る

。
） 

９
武

田
英

昭

、
『

本

願
寺

派

勤
式
の

源
流

』
、
本

願

寺
出

版
部
、
一
九
八

二

年
、

九

四
頁
。 

１ ０
武

田

英
昭

、
『
本

願

寺
派

勤

式
の

源

流
』
、

本
願

寺

出
版

部

、
一

九
八
二

年

、
九

四

、
九

五
頁
。 

１ １
岡

村

周
薩
編

、
『

真

宗
大

辞

典
第

一

巻
』
、

永
田

文

昌
堂

、
一
九

三
五
年

、

二
三

五

頁
。 

１ ２
信

仰
の
正

邪

を
批

判
す
る
儀

式
を

い

ふ

。
も

と
蓮

如
の
頃

、
報
恩
講

中
、
毎

夜

、
篤
信

の

僧
俗
が

、
上

人
の

御

前
で

、
各
自

の
信

仰

を

、
告
白

し

、
批

判
を

乞
ひ
し

に

始
ま

り

、
今

、
本

山
御

影
堂

に

て
報

恩

講
中

初

夜
の
勤
行
後

、
改

悔
僧

と
称
す

る
僧

が

、
告

白

に

代
え

て
改
悔

文
を
誦

読

し
、

師

僧
が

こ
れ
に

対
し
、

批

判
の

法
話
を

な

す
を
い

ふ
。
（

西
村
七

兵
衛

、
『
真
宗

辞
典
』
、

法
蔵

館

、

一
九

三

五
年

、
一
〇

七

頁

。
） 

１ ３
浄

土

真
宗
本

願
寺

派
勤
式

指

導
所

、
『
浄

土

真
宗

本

願
寺

派

法
式

規
範
』
、

本

願
寺

出
版

社
、
二

〇
一
三

年

、
二

九
四
頁

。 

１ ４
『

仏

説
無

量

寿
経

』
下
巻

、
「

心
口

お
の

お

の
異

に

し
て

、
言
念

実
な
し

。
」
（
『
註

釈
版

』
六
四

頁
。
）
を
出
拠

と

す
る

。
内
藤
知

康

和

上
は
、
平

成
二

十
二

年

の
改

悔

批
判
に
て
「

た
だ

い
ま

出

言
の

通
り
、
心

底
に
深

く
領

解
さ
れ

、
お
心

と

お
言

葉
と
に

食
い

違

い

が
な

い
の
な

ら
ば
、

ま

こ
と

に

美
し

い
念
仏

の
行
者

と

言
う

べ
き
で

あ
り
ま
す

。
」
と

い
う
平

易
な

表

現
を
用
い
ら

れ

た
。 
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１ ５
『
浄

真
全

』

第
五

巻
、
二

一

七
頁

。 
１ ６
『

浄
真
全

』

第
五

巻
、
一

四

四
頁

。 
１ ７
『

浄
真
全

』

第
五

巻
、
一

五

八
頁

。 

１ ８
『
浄

真
全

』

第
五
巻
、
九

八

三
頁

。 

１ ９
『

浄
真
全

』

第
五

巻
、
九

四

一
頁

。 

２ ０
大
澤

喜
久

氏

蔵
、「

報
恩

講

中
和

讃

」
・
「
改

悔
人

数

」
・
「
報

恩

講
中
頭
人

勤
」
と
若
干

の
メ

モ
で
構

成
さ
れ

て
い

る

。（

青
木

忠
夫
、

『

本

願
寺
教

団
の

展
開―

戦

国
期

か

ら
近

世
へ―

』
、

法
蔵

館
、

二

〇
〇

三

年
、

二

八
二
頁

。
） 

２ １
青

木

忠
夫
、
『
本

願

寺
教

団
の
展

開―

戦

国
期
か

ら
近
世

へ―

』
、

法
蔵

館

、
二

〇

〇
三

年
、
二

九
八
頁

。 

２ ２
青

木

忠
夫
、
『
本

願

寺
教

団

の
展

開―

戦

国
期
か

ら
近
世

へ―

』
、

法
蔵

館

、
二

〇

〇
三

年
、
二

九
〇
頁

。 

２ ３
『
註

釈
版

』
、
一

二

二
七

、
一
二

二

八
頁

。 

２ ４
知

空

、
『
鷺

森
含

毫

』
、
一

六

六
四

年

。 

２ ５
玄

智

、
『
祖

門
旧

事

紀
』
、
一

七
八

三

年
。 

２ ６
本

願

寺
室

内

部
編

、
『
明

如

上
人

日

記
抄

後
編
』
、

本

願
寺

室
内

部
、
一

九

二
七

年

、
一

六
四
頁

。 

２ ７
本

願
寺
室

内

部
編

、
『
明
如

上
人

日

記
抄

後
編
』
、

本

願
寺

室
内

部
、
一

九

二
七

年

、
一

六
四
、

一
六
五

頁

。 

２ ８
「

与

奪
者
」

に
つ

い
て
は
第

三
章

第

一
節

に
お
い

て

述
べ

る

。 

２ ９
本
願

寺
室

内

部
編

、
『
明
如

上
人

日

記
抄

後
編
』
、

本

願
寺

室
内

部
、
一

九

二
七

年

、
一

六
六
、

一
六
七

頁

。 

３ ０
衲

衆
は
明

如

様
の

代
に
で
き

た
も

の

で
、
こ
れ
に
任

ぜ
ら

れ

た
者

は
、
法

要
に
お

い
て
結

衆
の
上

班

に
列
し
、
衣

体
も
一
般

と
異

な

っ

た
も
の

を
用

い
る
と

い

う
、
法
要

席
次

の
最

高

級
を
占

め
る
栄
誉
の

も

の
と

さ
れ
て
い
た
。
三
十

一
年
の

九
月

に
改
定

さ
れ

た

も

の
に
よ

る
と

、
衲
衆

資

格
は

、 

一

、 

正

准

連
枝

。 

二

、 

衲

衆

に
従

前

よ
り

列
せ
し

者

。 
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三

、 

特

に

衲
衆
に

列
す

べ
き
旨
命

じ
た
者

。 

（

後

略

）
（

大
谷

光

明
、
『

龍

谷
閑

話

』
、

本

派
本

願

寺
内

事

部
、
一
九
四

三

年
、

一

七
四
、
一
七
五

頁

。
） 

３ １
大

谷
光
明

、
『
龍

谷

閑
話

』
、

本
派

本
願

寺

内
事

部

、
一

九
四
三

年
、
六

九

、
七

〇

頁
。 

３ ２
岡

村
周
薩

編

、
『

真

宗
大

辞
典
第

二

巻
』
、
永
田

文

昌
堂

、
一
九

三
六
年

、

一
六

〇

七
、

一
六
〇

八

頁
よ

り

筆
者
編
。 

３ ３
本

願

寺
室

内

部
編

、
『
明

如

上
人

日

記
抄

後
編
』
、

本

願
寺

室
内

部

、
一

九

二
七

年

、
一

四
九
頁

。 

３ ４
日

本

国
語

大

辞
典

第
二
版

編

集
委

員

会
、
『

日
本

国

語
大

辞

典
第

二
版
第

十

三
巻

』
、
小

学

館
、

二
〇
〇

二

年
、

六
三
八

頁

。 

３ ５
『
註

釈
版

』
、
九

七

三
頁

。 

３ ６
『
註

釈
版

』
、
九

七

三
頁

。 

３ ７
大

谷

光
明

、
『
龍

谷

閑
話

』
、

本
派

本
願

寺

内
事

部

、
一

九

四
三

年
、
四

八

、
四

九

頁
。 

３ ８
首

藤
善
樹

、
『
本

願

寺
史

料

集
成 

慶
長
日
記
』

同

朋
舍

出

版
、
一
九
八

〇

年
、

六
四
頁

下
段
。 

３ ９
青

木

忠
夫
、
『
本

願

寺
教

団
の
展

開―

戦

国
期
か

ら
近
世

へ―

』
、

法
蔵

館

、
二

〇

〇
三

年
、
二

八
九
頁

。 

４ ０
武

田

英
昭

、
『
本

願

寺
派

勤

式
の

源

流
』
、

本
願

寺

出
版
部

、
一

九
八
二

年

、
一

二

五
頁

。 

４ １
武

田

英
昭

、
『
本

願

寺
派

勤

式
の

源

流
』
、

本
願

寺

出
版
部

、
一

九
八
二

年

、
一

二

五
、

一
二
六

頁
。 

４ ２
西

原

芳
俊

、
『
真

宗

事
物
の

解
説

』
、
東

方

出
版

、
一
九

八

六
年

、
四
八

八

、
四

八

九
頁

。 

４ ３
岡

村

周
薩
編

、
『

真

宗
大

辞

典
第

一

巻
』
、

永
田

文

昌
堂

、
一
九

三
五
年

、

二
三

五

頁
。 

４ ４
白

鳥

幸
雄

編

、
『

浄

土
真

宗

本
願

寺

派
宗

門
法
規

集

』
、
浄

土
真

宗

本
願

寺

派
宗

務
所
総

合
企
画

室

、
一

九
八
四

年
、
五

の
二
下
段

―

五

の
三

上
段
。 

４ ５
浄

土

真

宗

本

願
寺

派

、
『

宗

門

法

規

浄

土

真

宗
本

願

寺
派

』
、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

宗

務

所

所

務

部

、

一

九

九

七

年

、

九

六

六
頁

。 

４ ６
本
願

寺
室

内

部
編

、
『
明

如

上
人

日

記
抄

後
編
』
、

本

願
寺

室
内

部

、
一

九

二
七

年

、
一

六
五
頁

。 

４ ７
大

谷

光
明

、
『
龍

谷

閑
話

』
、

本
派

本
願

寺

内
事

部

、
一

九

四
三

年
、
七

二

頁
。 

４ ８
『
浄

土
真

宗

本
願

寺
派
宗

門

法
規

集

』
、

浄

土
真

宗

本
願

寺

派
宗

務
所
所

務

部
、

一
九
五

〇
年
、

六

頁
下
段

。 
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４ ９
第

一
条 

敬

神
愛

国
ノ
旨
ヲ

体
ス

ベ

キ
事 

第

二

条 

天

理
人

道
ヲ
明

ニ

ス
ベ

キ

事 
第

三

条 

皇

上
ヲ

奉
戴
シ

朝

旨
ヲ

遵

守
セ

シ
ム
ベ

キ

事 

５ ０
政

府

は

一

宗

一

管

長

制
を

廃

し

て

、

各

派

管

長
制

を

施

行
し

た

が
、

こ

の

時

仏

光

寺

は

別

立

し

て

管

長

を

置

い

た
（

柏

原

祐

泉

、

『

近

代
大

谷

派
の

教
団 

明

治
以

降

宗
制
史
』
真

宗

大
谷

派
宗
務

所
出
版

部

、
一
九

八
六
年
、
三

九

頁
。
） 

５ １
柏

原
祐
泉

、
『

近
代

大
谷

派
の
教

団

明
治

以
降
宗

制

史
』
真

宗
大

谷

派
宗

務

所
出

版
部
、
一
九
八

六
年

、
不

破
仁

、
『
真

宗
大
谷

派

宗

憲

の
基

本
的
視

座
』
大

阪

教
区

教

化
セ

ン
タ
ー

、
一
九

七

七
年

よ
り
筆

者

編
。 

５ ２
第
十

条 

門

主
は

、
総
局
の

申
達

に

よ
っ

て
、
次

の
各
号

に

掲
げ

る
事
項

を
行
う

。 

 
 

 

六 

学
階

勧
学
の
授

与 

（
『

浄

土
真

宗
本

願

寺
派
宗

門
法

規

集
』
、
浄
土

真

宗
本

願

寺
派
宗
務
所

所
務
部

、

一
九

五
〇
年

、

七
頁

上
段
。
） 

５ ３
宗

達

第
三

号

、
昭

和
五
十
六

（
一

九

八
一
）
年
六

月
十
一

日

、
真

宗
大
谷

派

宗
憲

。 

５ ４
「
真
宗

大

谷
派
」
と
「
本

願

寺
」

は
本

来
一
体
の
も

の
だ

が
、

法

律
（
宗

教

法
人

法
）

上

は
、
宗

教

法
人
「
本

願
寺
」
が
、
宗

教

法

人

「

真

宗

大

谷

派

」

に

包

括

さ

れ

る

形

に

な

っ

て

い
る

。
（

田

原

由

紀

雄

、
『

東

本

願
寺

三

十

年

紛
争

』
、

株

式

会

社

白

馬
社
、

二

〇

〇
四
年

、
一

四
二
頁

。
） 

５ ５
田

原
由
紀

雄

、
『

東

本
願
寺

三
十

年

紛
争

』
、
株

式

会
社
白

馬
社

、
二
〇

〇

四
年

よ

り
筆

者
編
。 

５ ６
宗

達
第
十

号

、
昭

和
二
十

一

年
九

月

二
十

四
日
、

真
宗
大

谷

派
宗

憲
。 

５ ７
浄

土

真

宗

本

願

寺

派

、
『

宗

門

法

規

浄

土

真
宗

本

願

寺

派

』
、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

宗

務

所

所

務

部

、
一

九

九

七

年

、

六

五

〇
頁

。 

５ ８
大

谷

光
明

、
『
龍
谷

閑
話

』
、

本
派

本
願

寺

内
事

部

、
一

九

四
三

年
、
七

六

頁
。 

５ ９
第
五

条 

別

格
衣

体
の
着

用
は

、
次

の
各

号
の
い

ず

れ
か

に

該
当

す
る
者
の

う
ち

か
ら
総

長
の
申

達

に
よ
り

、
門

主

が
特
許

さ
れ

る

。 

二 

勧
学
で

安
居
の
本
講

師

を
つ

と

め
た
者
及
び

改

悔
批

判
を
与

奪
さ
れ
た

者 
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（

浄

土
真

宗

本
願
寺
派
、
『

宗

門
法

規 

浄

土
真

宗

本
願
寺

派
』
、

浄
土

真

宗
本

願

寺
派

宗
務
所

所

務
部

、
一
九

九
七
年

、
六
五

一

頁

上

段

。
） 

６ ０
大

谷
派
宗

務

所
式

務
部
、
『

五

帖
御

文
御

俗

姓
御

文

夏
の
御

文
読

法
所
作

法

附
御

文
法
話
・

改
悔

批

判
作

法

』
、
法
蔵
館

、
一
九

七

八

年

、
九

一―

九

四
頁
よ

り

筆
者

編

。 

６ １
節
談

説
教

研

究
会

、
Ｄ
Ｖ

Ｄ
『
改

悔

批
判
』
、
二

〇

一
一

年

、
五
頁
。 

６ ２
範
淨

文
雄

（

一
九

一
三
～
一

九
六

七

） 

６ ３
節
談

説
教

研

究
会

、
Ｄ
Ｖ

Ｄ
『
改

悔

批
判
』
、
二

〇

一
一

年

、
七
頁
。 

６ ４
第

２

条 

学

階
の

等

級
及
び

称
号

は

、
次

の
と
お

り

と
す

る

。 

（

１

）
講

師 

（

２

）
嗣
講 

（

３

）
擬

講 

（

４

）
学

師 

と

し

て
学

階
条
例

に
お
い
て

定
め

ら

れ
る

。 

６ ５
節
談

説
教

研

究
会

、
Ｄ
Ｖ

Ｄ
『
改

悔

批
判
』
、
二

〇

一
一

年

、
五
頁
。 

６ ６
大

谷

派
宗

務

所
式

務
部
、
『

五
帖
御

文
御

俗

姓
御

文
夏
の
御

文
読

法
所
作

法
附
御

文
法
話
・

改
悔

批

判
作

法

』
、
法
蔵
館

、
一
九

七

八

年

、
九

〇
頁
。 
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参
考
文
献 

聖

典 大

谷

派
宗

務

所
式
務
部
、
『

五

帖
御

文
御

俗

姓
御

文

夏
の
御

文
読

法
所
作

法

附
御
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令和元（ 2019）  大田利生  相馬一意  相馬一意  
楠淳證  

川添泰信  

平成三十（ 2018）  森田浄円  大田利生  大田利生  
福井智行  
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平成二十九（ 2017） 淺田恵真  森田浄円  森田浄円  
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